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Ⅰ．はじめに

　児童虐待の相談対応件数は年々増加し、2019 年度には全国の児童相談所と市区町村を合わせて 30
万件を超えた。また、2018 年度には子ども虐待死亡事例（心中も含む）が 73 人確認されている。こ
の中の東京都目黒区で発生した事案がマスコミ等で大きく取り上げられる中、児童虐待防止対策に関
する関係閣僚会議において「児童虐待防止対策に向けた緊急総合対策」が発表された。さらに、千葉
県野田市で発生した事案を契機に、同対策の更なる徹底・強化として厚生労働省と文部科学省が緊急
安全確認調査（2019 年 2/14 ～ 3/8）を実施するに至った。この調査によって、児童相談所が在宅指
導している約 38000 人の児童のうち 198 人が一時保護及び児童養護施設入所となった。また、学校に
おいても調査期間（2/1 ～ 14）に欠席が続く児童生徒約 17 万人に教職員等が直接会って安全を確認
することが求められたが、「虐待の恐れがある」と判断された 9889 人（所在不明 35 人を含む）につ
いて児童相談所などとの情報共有が行われた。
　こうした状況に鑑みれば、子ども家庭福祉に関わる専門職の体制強化とその資質向上が喫緊の課題
であることは言うまでもない。このうち体制強化については、上記対策を踏まえて策定された「児童
虐待防止対策総合強化プラン」の中で、2019 年度から児童福祉司の増員と市町村子ども家庭総合支援
拠点の設置などが進められている。また、資質向上という面では、新たな資格の創設と人材育成の在
り方が検討され、2017 年度から法律で義務づけられた研修が開始されていたが、同プランにおいてそ
の実施状況の検証が盛り込まれた。
　このように児童虐待問題への関心が高まる中で、児童福祉法の改正（令和元年改正法）が行われ、「子
ども家庭福祉分野のソーシャルワーカーの資格の在り方その他資質向上策」が改めて検討事項となっ
た。そして、2019 年には「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資
格の在り方その他資質向上策に関するワーキンググループ」が設置されて、子ども家庭福祉分野の資
格の在り方、研修・人材養成の在り方、人事制度・キャリアパスの在り方についての議論が始まった
ところである。

　こうした動向を踏まえた本研究は、資格と育成の仕組みについては、児童福祉領域以外に視野を広
げると様々な形態があり、それぞれの長所と短所から学ぶものがあるのではないかと考えたところか
ら出発している。従って、本研究は、資格を有する専門職であるものの、資格の条件や育成のあり方
が異なる領域（教育・医療・法曹・福祉）を取り上げ、資格の形態、そのための養成、任用後の育成
等の現状と課題を把握し、子ども家庭福祉領域に必要な専門性や研修方法のあり方など人材育成を検
討するための基礎資料作成を目的とした。なお、本研究では医学・法曹・教育の３領域の資格と専門
性をめぐる比較表を作成しながら進めていったが、参考までにそれを文末に付表として掲載しておく。
　以下、Ⅱ . 論文編は、医学・法曹・教育の３領域における人材育成についての論文からなる。続くⅢ . 討
論編は、それを踏まえて児童福祉領域の専門性・資格について意見交換を行った逐語記録であり、Ⅳ . 資
料編はその関連資料を掲載したものである。なお、この資料編に上記「子ども家庭福祉に関し専門的
な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質向上策に関するワーキンググルー
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プ」の中間とりまとめ（資料 2）も含まれている。
　この意見交換会には法曹界から高橋温氏（新横浜法律事務所）の出席、ならびに医療分野から小林
美智子氏（西日本こども研修センターあかし）のコメントをお願いすることができた。ここに記して
感謝の意を表したい。

付表；比較表
　 医 法 教育

資格 国家資格（業務独占） 国家資格（業務独占） 国家資格（業務独占）

免許 医師免許 法曹資格（裁判官・検察官・
弁護士資格）

教員免許状（小・中・高・特・
専修・一種・二種）

　 医学部卒業（受験資格） 法科大学院（受験資格） 授与資格

国家試験 医師国家試験（予備試験） 新・司法試験（予備試験） 単位免許（小学校教員資格検
定試験）

根拠法 医師法 司法試験法 教育職員免許法

選抜方法 大学入試・国家試験 院入試・国家試験 （大学入試）・選考

カリキュラム コア・カリキュラム コア・カリキュラム コア・カリキュラム

実習 （インターン） 司法修習所 教育実習
初任者研修
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Ⅱ．論文編：医学・法曹・教育領域における人材育成・資格につい
ての比較

１．医学領域における人材育成：医師はいかにして「医師になる」に至るか
国立病院機構東京病院（呼吸器センター呼吸器内科臨床研究部）　佐々木結花

（１）はじめに
　医師は、人の身体に薬剤投与による「負荷」や処置や手術という「傷」をもたらすことが、人に有

用であるため合法的にその存在が許されている職種であり、稀有な職種である。そのため、知識や技

術のみならずコミュニケーション能力等の様々な資質のトレーニングが障壁として準備されており、

その取得過程においても繰り返し評価される。また、医師の適性は、医学部受験、医学生時代の担

当教官にだけではなく、臨床実習時のコワーカーの評価も重視され、医師免許取得後の臨床研修時、

360 度評価が行われる。「なりたい」という希望のみで医師になるのではなく、その道は長く厳しい。

この報告では、様々な障壁が医師になるためにどう関わるかを具体的に追うことで、「医師になって

いく」過程を示すことを目的としている。

　本報告では、その過程を三期に分けて記載した。第一期は医学部学生前、第二期は医学部学生、第

三期は国家試験合格後、である。現在臨床研修制度が整備され、卒後 2 年の臨床研修が義務付けられ

ているため、第三期は医師免許を有する「医師」であるものの、医師としてはまだ自立しておらず、

治療方針だけでなく処方すら自己決定できない時期であるため、三期とした。医師個人の背景として、

１）医師家庭の出身であるか、２）大学入学以前に長期定期的に通院ないしは入院をしたことがあるか、

３）家庭内の誰かが長期定期的に通院ないしは入院をしたことがあるか、などで医師への印象が変わ

ることがあり、適性に大きく影響するが、大きく個々の経験に左右されるため、制度について取り上

げた。また医学教育については医師へのコホート研究はなされていないため、論文以外の情報を利用

した。

（２）第一期：医学部学生前
１）医師国家試験受験者の要件

　医師になるためには医師国家試験を受ける必要がある。医師国家試験を受けるためには、医師法（昭

和 23 年法律第 201 号）第 10 条第１項以下に定められた試験の規約にのっとり、受験資格として以下

の要件が必要である１）。

（1）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業し

た者。国家試験合格発表１週間前までに卒業する見込みの者を含む。

（2）医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後１年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修

練を経たもの、国家試験合格発表１週間前までに実地修練を終える見込みの者を含む。

（3）外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が（1）又は（2）
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に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの。

（4）沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和 47 年政令第 108 号）

第 17 条第１項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、

厚生労働大臣が認定したもの。

　　上記の規定から、本邦で一般的な教育を受けるものでは、医学部受験資格は、（1）にあるように

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した

者ないしは卒業見込みの者となる。

２）医学部入試
　本邦には 2020 年 8 月末現在、現在国公立大学 50 学部、私立大学 31 学部、大学校 1 校がある。国

立大学は共通第一次学力試験及び二次試験を行い、私立大学医学部は個々で試験方法が異なるが、82

医学部の偏差値は大手進学塾である河合塾によれば 72.5 ～ 60.0 であり、決して容易ではない 2）。

　医学部に合格するためには、学力の高さとそれを支える家庭環境、経済力が必要となる。学習能力

としては概ね進学校と呼ばれる中高一貫教育を行っている学校や、医学部進学校として著名である高

校、医学部を有する大学附属高校の出身であり、もともと学力は非常に高く、医学部以外の選択肢が

拓けており、医師という選択肢がある学生が大半である。

　医学部受験は、国公立大学では大学共通第一次学力試験の成績を含め、高校での評点を併せて評価

し、かつ、二次試験と小論文審査を行う場合が多い。医学部志望者は 2 段階選抜として、大学共通第

一次学力試験の成績を用いて二次試験の受験可能か事前に選抜されるため、高得点が必要となる。多

くの私立大学では大学共通第一次学力試験を併用する場合もあるが、独自の学力試験形式をとる。公

立大学、地方国立大学の一部では、医師数の地域格差解消目的で地域枠として若干名募集する場合に

異なる二次試験方法をとる。私立大学では若干名のみを対象とするが、指定校推薦や試験を明記して

いない評価方法を行う場合がある。いずれにしても学力が医学部合格の基盤となる。

　学士入学ないしは編入を行っている医学部は、2020 年現在 34 大学あり 3）、各大学で 10 名以下の枠

が設定されている。選抜方法は、書類審査、学科試験、面接であり、多様多彩な能力を有する人材を

求める目的である。志望者は医師に対する志望が強く資質は高いと思われるが、一方、一般合格者に

比し高齢であり、6 年の医学教育及び臨床研修期間により、経済的問題が生じることや、実習及び研

修に際し体力的な負担もあり、良い面ばかりとは言えない。

３）医師志望動機
　m3.com は、2013 年に回答総数 500 人（勤務医 388 人、開業医 98 人、基礎研究者 10 人、その他 4 人）

のアンケートを実施し 4）、医師を志した動機を尋ねている。動機として勤務医、開業医とも最も多かっ

たのは仕事のやりがい、面白さ（500 人中 276 人）であった。勤務医は医学や生物学への関心が二番

目に多い動機であり、開業医は親や親族などが医師であったことを挙げている。他に比較するデータ

が公表されていないこと、インターネット上のアンケートのため本心で答えているかは不明ではある
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が、他に多数が答えた動機は、職業の安定性、社会的地位の高さ、給与の良さ、成績が良かったため、

という内容で、高い学力を持ち、医師になるという志ではなく、収入の面から医学部を選択した者も

おり、医師以外の職業でもよかった可能性がある学生が医学部を選択していた。

４）他学部受験との違い
　医学部受験は、看護学部、薬学部などの医療系学部と同様に学部合格が卒後その職業（この場合は

医師）となることと直結している。学部名が将来の職業を指しており、その資格試験である国家試験

の受験資格を卒業時に得ることが最大の目標である、という人生を決定づけることが大学受験となる。

特に医学部では、卒業後医師国家試験を受けない卒業生はいないといってよい。現役高校生であれば

18 歳で社会経験がほとんどないまま医師となることを自己判断せざるを得ず適性について確実である

か疑問視する声もある。

（３）第二期　医学部学生
１）戦後からの変遷

　医学部のカリキュラムは 1990 年代から大きく転換している。第二次世界大戦後の医学教育基準は、

GHQ 公衆衛生福祉医療局が決定し、卒前医学教育の改善、医師国家試験の再開、インターン制度の

導入が行われた。その後 1968 年に、インターン制度廃止、臨床研修の導入、卒業直後の国家試験の

導入に合わせ「医学部設置基準要綱」が示され、それまでの詳細は授業科目と授業時間設定を変更し、

カリキュラムの大綱化が行われた 5）。さらに、筑波大学が試みた 6 年間一貫医学教育の実施などを経て、

1991 年、各大学が多様な教育課程を編成することが可能となった。2001 年、医学教育モデル・コア・

カリキュラムが示され改定が重ねられ、現在の医学教育モデル・コア・カリキュラムは、「多様なニー

ズに対応できる医師の養成」をキャッチフレーズとして 2016 年（平成 28 年）に改訂された 6）。

２）医学部進学課程の廃止の影響
　医学部進学課程は、1955 年以降に医学部進学のために設置されたが、1991 年に学校教育法第 55 条

第 2 項が改正されて医学部の入学資格が高校卒業程度、修業年限は 6 年となったことで 6 年間の医学

一貫教育が認められた 5）。それまで医学部進学課程で行われた医学部以外の学部との共通講座の受講

機会が減少し、医学部進学課程と医学部の間に障壁がなくなった。医学部入学し 6 年間の医学一貫教

育開始により他学部生との交流は以前に比し減少し、医学という領域に生活基盤を形成するという意

識及び意欲が医学生に強まり、「医師になる」という見地から学習し、「医師になる」もの同士の内輪

での交流をする意識が強くなり、一種のムラ社会の形成がここで始まると推測される。

３）経済的事情
　医学部は実習が多いことから学費が高く、経済的に不安がある医学生は奨学金制度や教育費ローン

を組み、アルバイトで補う場合も少なくない。2020 年より給付奨学生制度が変わり、世帯収入の基準

を満たしていれば、成績だけで判断せず支援を受けることが可能となり、その対象となれば、大学・
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専門学校等の授業料・入学金も免除又は減額されることとなった。経済的な理由で医師への道を断念

する学生が減る方向とはいえるが、現在の医学教育は様々なデジタルツールを用いること、あとに述

べる様々な試験対策に費用は増している。奨学金として、地方自治体からその地域で将来働くことを

前提として給付されるケースや、財団法人や病院で将来その施設で働けば返済が減免される制度が設

けられている。その他教育一般貸付など、公のローンもあり、長期にわたり返済している医師も見受

けられる。

　医学生が医師となるうえで「労働の対価である金銭」の意識が増すのは、この学生時代ではないか

と推測しうる。医学生は単価が高い家庭教師などのアルバイトに向かうこととなり、周囲から「将来

医師となる、学力が高い、特別な扱いを受けて当然の学生」という自己認識が生じる可能性がある。

４）医学教育モデル・コア・プログラム
　医学教育モデル・コア・カリキュラム（図 1-1）において、医学部卒業時までに身につけるべき知識・

技能・態度の目標がまとめられている 6）。カリキュラムの約 3 分の 2 をこのモデル・コア・カリキュ

ラムの履修にあて、残りは大学独自のカリキュラムを用いる 7）。医学部は魅力ある独自のカリキュラ

ムを組むことで優秀な学生を集めねばならず、漫然とした医学教育を行う講座は学部内でも容認され

ない風潮となった。

　医学生は、このカリキュラムにおいて、患者とのコミュニケーション取り方、多職種とのチーム医

療のための理想像が示されており、より良い医師であるための教育は以前より長く行われる結果と

なった。

　　　　　　　　　出典：文部科学省

図 1-1．医学教育モデル・コア・カリキュラム
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５）臨床実習
　臨床研修の 2020 年の制度見直しにあたり、2018 年に厚生労働省より、医道審議会医師分科会医師

臨床研修部会から報告書 8）が示され、卒前卒後の一貫した医師教育について「シームレス」な医師

養成の更なる推進について検討された。卒前教育は、2005 年から社団法人 医療系大学間共用試験実

施評価機構によって実施されている診療参加型臨床実習開始前に備えるべき知識に対する Computer 

Based Testing（CBT）、技能・態度を評価する Objective Structured Clinical Examination（OSCE）

の実施及び student doctor の認定証発行、一般社団法人 全国医学部長病院長会議による診療参加

型臨床実習のための医学生の「医行為」の水準策定、臨床実習後の技能・態度の評価を行う Post-

Clinical Clerkship OSCE（臨床実習後 OSCE）の実施、今後 2023 年までに国際水準の医学教育の認

証を目指した一般社団法人 日本医学教育評価機構による評価の全大学の受審の実施と、この約 20 年

余りの間に大きく変化しつつある。

　筆者が卒前教育を受けていた 1980 年代後半は、大学病院内の医師が行った医療を紙カルテ内で追

い、それを基にして実習を引き受けてくださった患者と決められた時間に控えめに会話し、実際の医

療は見学のみ行い、その結果をレポート化し評価を受ける、という受動的な方式であり、患者の病態

について疑問や意見を持たず、与えられた情報を理解するのが精いっぱいであった。しかし近年の診

療参加型臨床実習は、国際的評価基準に耐えうる医学教育を目標とし、医学部学生が実際に診療に参

加する student doctor としての資格を目指した自主積極学習型である。student doctor としての最低

限必要とされる基本的医学的知識と、臨床技能、社会性を有し、該当患者にできるだけ不愉快な気持

ちを感じさせないだけでなく、指導する医師及び現場のコワーカーにできるだけ負荷をかけないよう、

あらかじめ共通試験で確認される必要がある。OSCE を臨床実習が開始されるまでに合格し student 

doctor の称号を得ることは、実習を引き受ける患者にとって、能力を有する医学生、という称号が与

えられた医学の知識を十分に持った医学生に関わりその成長に自身が関わっているという満足感にも

つながると推測される。

　医学教育モデル・コア・カリキュラムは OSCE を目的として座学だけに長けるのではなく、真の臨

床能力を身につけるように構成されており、コミュニケーションや態度の体得を目指しつつ、大学独

特のカリキュラムを加味することで、能動的な国際性や討論能力を医学生のうちから身につけられる

よう、医学部の医学教育講座を中心に企画されている。この変化は、日本の医学教育が転換し、医師

になるという意識を大きく育て膨らませた半面、学業に余裕が失われ、大学受験以後も試験が断続的

に続き、医学生の精神的経済的負担は増大したと推測される。

６）マッチング
　研修医マッチング（組み合わせ決定）は、初期臨床研修希望者と、研修病院の研修プログラムとを

研修希望者及び研修病院の希望を踏まえて、一定の規則（アルゴリズム）に従って、コンピュータに

より組み合わせを決定するシステムである。学部 6 年生で行われるが、多くの学生は学部 4 年生から

多くの研修病院を見学し、最終的に出願、病院によっては志望にかなえない場合があり、2020 年には

第 1 希望でマッチした者の全マッチ者に占める割合は全体の 71.1％であった 9）。
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　医学部成績で希望研修病院が決定されていくわけであるが、この制度前の学生に比し、本制度の下

では、医学部学生は在学中の成績維持を常に意識することになり、本制度以前の医学部生に比し、よ

り勉学時間が長時間に及ぶ。医学部が医師のための教育施設としてより洗練された反面、成績重視と

なり卒後研修の中で医師の適性に悩む例が生じる可能性が生じたと思われる。

７）医師国家試験
　医師国家試験の特徴は合格率が 90％前後と高いことで、2020 年 3 月 16 日（月）に発表された第

114 回医師国家試験の合格者数、合格率は、受験者数 10,140 名、合格者数 9,341 名（合格率： 92.1％）

であった 10）。

合格基準 11）は、必修問題は一般問題を 1 問 1 点、臨床実地問題を 1 問 3 点とし、必修問題を除いた

一般問題及び臨床実地問題については、各々１問１点とした上で、（1）から（3）のすべての合格基

準を満たした者を合格とする。（1）必修問題を除いた一般問題および臨床実地問題は 217 点以上／

299 点、（2）必修問題は 158 点以上／ 197 点、（3）禁忌肢問題選択数は 3 問以下となっており、決し

て容易ではない。「医師国家試験出題基準は、卒前教育・卒後臨床研修・専門医の育成等を含めた一

連の医師養成課程の中で、医師が医療現場での第一歩を踏み出す際に少なくとも具有すべき基本的知

識・技能・態度を各項目に分類し、具体的に示したものである。」12）とされ、平時の知識の延長を思

わせるが、医学部 6 年間の教育の集大成であり、失敗した場合医学部卒業によって得られる「医学士」

には市場価値はなく、浪人して国家試験受験を繰り返すしかない。医学生から医師になる障壁は、や

はりこの国家試験合格が最難関であり、医師としての自覚を得る刺激としては最大と推測できる。

（４）第三期　国家試験後
１）臨床研修制度の影響

　1968 年のインターン制度廃止後、臨床研修制度が創設され、医師免許取得後 2 年以上の臨床研修を

行うように努力規定が定められたが、2004 年以降、診療に従事する医師は 2 年以上の臨床研修を受け

ることが必修化された 13）。

　厚生労働省によれば、この背景として、１）地域医療との接点が少なく、専門の診療科に偏った研

修が行われ、「病気を診るが、人は診ない」と評されていたこと、２）多くの研修医について、処遇

が不十分でアルバイトをせざるを得ず、研修に専念できない状況であったこと、３）出身大学やその

関連病院での研修が中心で、研修内容や研修成果の評価が十分に行われてこなかったこと、があった

とされ、医師の臨床研修の必修化に当たっては、医師としての人格を涵養し、プライマリ・ケアの基

本的な診療能力を修得するとともに、アルバイトせずに研修に専念できる環境を整備すること、が担

保されることを目的とした 13）。この転換によって、漫然とした大学医学部主導の狭い研修選択から、

より良い臨床研修を行う施設を、医学生自身が選択することが可能となったため、大学を含めた医療

機関が優秀な学生を確保するために臨床研修カリキュラムの改正だけでなく、臨床研修をする医師の

環境や待遇改善に自助努力を行わざるを得なくなった。各大学は医学生に魅力的な教育を行うことを

課題とし、医学教育の在り方を検討する専従の講座を置き、学習環境を改善するように転換した。大
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学の各講座は優秀な学生に早期から自分野の学会の出席や演題発表、論文化を指導することとなり、

青田買いの様相を呈している。医学生でありながら医学に触れる機会が増えることで、より医師にな

る実感が増していることが推測される一方、さらに医師であるという自意識がさらに若い年代で確立

することになる。

２）2020 年の臨床研修変更について
　臨床研修中は自己判断で治療方針を決定することはできず、上級医の承認の下で診療を行い、現在

のところ、内科系を 24 週、救急 12 週、外科、小児科、産科、精神科、地域医療を各 4 週研修し、選

択科を 48 週回ることが必修化されている。目的は「臨床研修の到達目標、方略及び評価の見直し」

であるが、非常に密度が高く、特に 4 週間ずつ研修する科については、どこまでその診療を知ること

ができるかは不明であり、指導医も頻回に替わるため、研修医を支え医師として一歩を踏み出す時期

として妥当であるかの評価は賛否ある。また、臨床研修 2 年を経て、専門医制度に従い新専門医制度

に進む医師が多いと思われるが、この専門医制度は開始されたばかりで流動的である。現在の案とし

ては、臨床研修の研修成果の一部も新専門医制度の評価対象となってしまい、臨床研修の重圧はさら

に増している。

（５）まとめ
　医師免許を取得しても生涯学習が必須である医師は、医師になるという事実と医師であるという精

神的な立ち位置に差が生じる場合がある。著者は家族背景に医師がおらず、周囲家族に通院や入院す

るものが多かったために医師を志し、医師以外の職業を考えたことがなく、医師進学課程入学から医

師国家試験に合格し、当時としては最もオーソドックスであった出身大学での研修を行い、関連病院

で後期研修を行い、以後関連病院で勤務をし、関連病院において医学博士を取得している。医師にな

る意識は志した中学生以前、医学部受験、国家試験の時期のみで、国家試験以降は「医師である」意

識の中で生活してきたため、「医師になる」意識は現在の医学生より低かったかもしれない。

　現在、医師となるには多くの障壁が生じ、志のみでは医師になることはできない。この事態が今後

の医学をゆさぶるのか、国際競争に勝てるほど質が上がっていくのか、推測することは困難である。
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２．法曹領域における人材育成：嵐の中の法科大学院
千葉大学大学院社会科学研究院（法科大学院）　林　陽一

（１）法曹資格
１）わが国における法曹資格

　「法曹」とは、法律の専門家のうち、裁判官、検察官及び弁護士の三者を包括する名称であり、法

務省（司法試験委員会）の実施する司法試験に及第し、その後に最高裁判所（司法研修所）が実施す

る司法修習を経て得られる資格である「法曹資格」を必要とするものを言う。法律の専門家としては、

法曹の外に司法書士、弁理士その他の資格をもって携わるものがある（1）が、司法書士の業務は弁護

士の業務にほとんど包摂されており、また弁理士の業務は弁護士が行うこともできるとされている（2）。

その意味で法曹資格は、法律に関わる業務を行う上で最も広範な守備範囲を有するものと言うことが

できる。

　わが国の法曹は、明治憲法下においては、高等試験（3）司法科に及第した後に司法官試験を受験す

る者と弁護士試験を受験する者に分かれ、前者に及第した者が裁判官と検察官、後者に及第した者が

弁護士になるものとされていた。これが司法試験法（昭和 24 年法律第 140 号）によって司法試験に

一本化されたのは、裁判官を弁護士資格のある者の中から任用する法曹一元制を採用するアメリカ法

の影響をいくらか受けたものとも思われるが、裁判官、検察官の多くは、司法修習の段階で優秀な成

績を収めた者の中からそのまま採用されていくのが実状のようである。

２）司法試験
　司法試験は、司法試験法（昭和 24 年法律 140 号）に基づき法務省（司法試験委員会）が実施する

国家試験である。この試験の受験資格、内容は、司法制度改革に伴う法科大学院の創設に合わせて大

きく変化した。そこで以下では、司法制度改革の前後で区分して、司法試験の内容を概観する。

ア．旧司法試験
　司法制度改革前の司法試験（以下では「旧司法試験」と言う。）は、受験資格の限定がなく、「教養

と一般的学力」を判定する第一次試験と、法律科目の「学識及びその応用能力」を判定する第二次試

験とで構成されていた。しかし第一次試験は、大学学部の卒業者などには免除されたため、2000 年前

後では毎年 500 ～ 600 人が受験するにとどまり、実質的には第二次試験が司法試験の内容をなしてい

た。
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　　　　　出典：著者作成

図 2-1．旧司法試験（第二次試験）の内容

　第二次試験は、図 2-1. のように短答式試験、論文式試験及び口述試験の三段階で行われ、それぞれ

前段階の試験の及第者のみが次段階の試験を受験することができたことから、それぞれの採点と及落

判定に要する時間を勘案して、実施時期も 5 月から 10 月までの長丁場のものであった。

　出題される法律分野は、憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の「基本六法」と言

われるものに限られていた。これは、大学の授業又は自習により学修できる分野に限定して選抜を行

い、実務的・応用的な分野については司法修習において又は実務法曹として活動する中で OJT とし

て学修することを想定したものであった。

イ．新司法試験
　これに対して、司法制度改革により設置された法科大学院の修了を受験資格として（4）作られたのが、

2006 年（平成 18 年）から開始された新しい司法試験（以下では「新司法試験」と言う。）である（図

2-2. 参照）。

　　　　　　　　　　　　 出典：著者作成

図 2-2．新司法試験の内容

　新司法試験の旧司法試験との違いは、内容面では①出題法律分野に行政法が加わったこと、②短答

式試験の段階から訴訟法分野が出題されること、③論文式試験では基本七法に加えて応用分野からの

選択科目が出題されること、④口述試験が廃止されたことであり、実施時期としては⑤すべての試験

が 5 月に連続して行われること、さらに受験機会として⑥法科大学院を修了した後 5 年以内に 3 回ま

で受験できるという制限が設けられたことが異なっている。
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　このうち行政法からの出題（①）は、司法制度改革意見書の中に「司法の行政に対するチェック機

能の強化」が謳われていたことと無関係ではなかろう。訴訟法（②）及び応用分野（③）からの出題は、

法科大学院において実務基礎教育が行われることを前提として、単なる法理論能力だけでなく法実務

能力を判定することを目指すものといえる。さらに口述試験の廃止（④）は、すでに法科大学院（と

くに双方向的・多方向的授業の場と、実務家教員の担当する科目の授業）において口頭による問題即

応能力が一定程度訓練されていることを想定したものと考えられる。

　⑥に挙げた受験機会の変更は、後述の司法制度改革審議会の意見書が提示した「『プロセス』とし

ての法曹養成」の理念に基づくものである。法科大学院における学修というプロセスによって、実務

法曹に相応しい能力を得ることができた者は、修了後 5 年以内に 3 回の受験機会によって合格するこ

とができるであろう。万一、合格することができなかったときは、改めて法科大学院における学修を

積んで、再度の挑戦をするべきである、という考え方である。

　なお、2015 年（平成 27 年）から、法曹志願者の減少に対応して、短答式試験の試験科目を憲法、

民法、刑法の 3 分野に限定すること、法科大学院の修了後 5 年間に 5 回まで受験できること、への変

更が行われた（図 2-3. 参照）。

　　　　　　　　　　　　 出典：著者作成

図 2-3．新司法試験の内容（2015 年以降）

３）司法修習
ア．内容
　司法試験に及第した者は、司法修習を受け、最終試験（司法修習生考試）に合格することによって

法曹資格を得ることとされている。司法修習の内容も、司法制度改革の前後で動きがあるが、ここで

は同改革後の制度を中心に説明する。

　司法修習は、全体で約 1 年間行われる。この修習期間は、かつては 2 年間であったが、すでに司法

制度改革前の 1999 年から 1 年 6 箇月、2006 年から 1 年へと短縮された。これは、司法試験の合格者

の増加により司法修習生も急激に増加したこと、そして間もなく実施される司法制度改革後の修習制

度を見据えてのものであった。

　修習は大きく分けて、司法の現場における「実務修習」と司法研修所における「集合修習」との 2

つから成る。司法制度改革前は、前述のように司法試験の受験資格に制限がなかったため、現場の修

習に耐えられるよう法律実務に必要な最小限度の知識を身につけるための導入修習が、司法修習の最
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初の段階で行われていた。司法研修所の教室で行われるこの「前期修習」の期間は、1998 年までは 4

箇月、2005 年までは 3 箇月であった。しかし、司法試験に合格し司法修習を受ける者が基本的に法科

大学院の修了者であるようになり、前期修習の内容にほぼ対応する授業が法科大学院で行われること

となった（5）ため、同修習は廃止されたのである（6）。

　そこで現在の司法修習は、いきなり「実務修習」から始まる。「民事裁判」、「刑事裁判」、「検察」及び「弁

護」の 4 分野について、それぞれ 2 箇月（7）の間、地方裁判所民事部、同刑事部、地方検察庁及び法

律事務所（8）において実務家の指導により、実際の事件を素材とした研修を行うのである（9）。

　法科大学院において応用分野の学修が義務づけられ、司法試験に選択科目が設けられたことに対応

する面もあろうか、上記 4 分野の基本的な修習を超えた内容の修習も実務修習として行われる（「選

択型実務修習」）。その内容は、修習生が自己の興味により選択できるとされており、これを提供する

弁護士会ごとに工夫がなされている。たとえば、一般市民のための法律実務、刑事弁護・少年事件研

修、ADR（裁判外紛争解決手続）の理論と実務、基礎からわかる子どもの事件のノウハウ、セクハラ・

LGBT・DV 事件等の実務や、知的財産権訴訟の専門部が提供する修習、法律事務所等が提供する渉

外事務所修習や大規模事務所修習などがあると紹介されている（10）。

　司法修習の最後（修習生の半数については、上記の選択型実務修習より前に行われる。）として、2

箇月の「集合修習」が行われる。修習生はクラスに分けられ、民事裁判官、刑事裁判官、検察官、弁

護士（民事を専門とするものと、刑事を専門とするもの）の 5 人がクラス担任となり、それぞれが民

事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の 5 科目の授業を行う。実際の事件記録から作成され

た修習用事件記録（修習記録）を使い、文書を起案し、添削・指導を受け、また修習生同士で討論す

る形の授業である。

　これらの研修を終えた後、司法修習生考試（「二回試験」とも俗称される。）が行われ、それに合格

すると法曹資格が与えられることになる。

イ．問題点
　司法修習は法曹資格取得のために義務づけられており、公務員とはされないものの、原則として兼

業が禁止され（11）、修習に専念する義務を負っている（12）。そのため、かつては謂わば給与に当たる金

員が支給される給費制（月額 20 万 4,200 円の給料その他）が採用されていた。しかし、2011 年の修

習生から修習資金は貸与制に移行した（13）ことから、法曹になるための負担の大きさが大きく問題と

された（この点は、（３）１）イ . c）で述べる。）。

　そこで、2018 年の修習生から修習給付金制度が適用され、月額 13 万 5,000 円などが支給されるこ

とになったものの、法曹への道が誰にでも目指すことのできるものであるか、現在でも問題を残して

いるように思われる。

　もう一つの問題は、修習生の成績に関わるものである。司法修習の最後の関門である司法修習生考

試の成績が芳しくなく、合格できない者がかなりの数に上っている（図 2-4. 参照）。新司法試験合格

者である新修習生については、たとえば 2007 年度採用の修習生のうち 113 人（6.2％）が不合格とな

るなど、法科大学院における教育に対して疑問が寄せられることになったのである。この点について
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も、（３）１）イ . a）で後述する。

出典：著者作成（データ：法務省 http://www.moj.go.jp/content/001311424.pdf）

図 2-4．司法修習生数と考試不合格者数の推移

（２）法曹養成制度
１）戦後の制度

　1949 年（昭和 24 年）に制定された司法試験法によりスタートした旧司法試験においては、大学法

学部などで法律学を学んだ者にとって、司法試験を受験してみることが一つのチャレンジ経験として

意識されることがあった。学部在学中に受験することも可能であり、法学部 3 年生で合格することな

どは、その優秀さを示す勲章のようにも思われていた。もちろん、高度経済成長期には民間企業への

就職を志望する法学部学生も多く、学生すべてが司法試験を目指すものではなかったが、法学部を擁

する大学としても、学生の司法試験受験をサポートするため、OB の弁護士などによる試験対策講座

を──もとより正課とは別にであるが──行わせている私立大学も見られた。これらの大学にとって

は、司法試験の合格者数が大学の序列を決める上でも決定的な要素と捉えられていたのである。

　しかしながら、司法試験の合格率が──次述する司法制度改革直前で── 2％から 3％と極めて低

く（図 2-5. 参照）、最難関の国家試験と言われ、法曹志望者の減少が危惧されると同時に、上記の大

学 OB による試験対策講座を含め、必ずしも実務に適合していない受験予備校教育の蔓延など、法曹

養成制度の偏りが問題とされるようになっていた。
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　　　　　　　　出典：著者作成（データ：法務省 http://www.moj.go.jp/content/000057099.pdf）

図 2-5．司法制度改革前の司法試験合格者数・合格率

２）司法制度改革
　高度経済成長を遂げて国内総生産（GDP）ベースで世界第 2 位の経済大国となった（14）日本は、そ

の後いわゆるバブル経済の崩壊を経験し、民間の経済活動を（「護送船団方式」などと言われた）国

の規制から解放し（「規制緩和」）、自由かつ創造的に行わせる一方で、その中で生じた紛争は法的ルー

ルに基づいて事後的に解決する（「事前規制から事後チェックへ」）社会への変革を目指して、司法の

役割を高めるための改革を行う「司法制度改革」の必要が叫ばれるようになった。その制度設計のた

め 1999 年（平成 11 年）に設けられた司法制度改革審議会は、2001 年（平成 13 年）6 月に報告書と

して「司法制度改革審議会意見書─ 21 世紀の日本を支える司法制度─」（以下で「意見書」という。）

をまとめ、司法制度改革の 3 つの柱として、①司法制度の改革、②それを支える法曹の改革、③国民

の司法参加を挙げた（15）。専門職大学院としての法科大学院の設置は、その 2 つ目の柱にある「法曹

養成制度の改革」の中心となる提言である。

　意見書は、法曹養成制度改革の目的を、⒜法曹人口の大幅な増加と⒝プロセスとしての法曹養成

に置いていた。すなわち、⒜については、司法試験の合格者数を、2010 年（平成 22 年）ころに年間

3000 人にまで増やすこと、これにより 2018 年（平成 30 年）ころまでに実働法曹人口が 5 万人規模に

達することを目標としている。他方、⒝については、これまで法曹志望者の教育は大学（主に法学部）

に委ね、そこでは必ずしも法曹実務になるための教育内容が保障されていなかったこと、前述（（１）２）

ア . ）のとおり極めて合格率の低い司法試験に合格するため予備校に頼る学生が多く、内容に一定の

信頼を置くことができる大学の授業ではなく、受験技術に偏した予備校の教育が蔓延したため、司法

修習の場で「再教育」が必要とされていたこと（16）から、「司法試験という『点』による選抜ではなく、『プ

ロセス』としての法曹養成」を行う必要があるとされていた。法科大学院においては、法理論教育を

中心としつつ、実務教育の導入部分をも併せて実施すること、そのために実務家教員を一定数配置す

ることが求められ、さらに多様な背景をもつ人材に法曹としての活躍を期待することから、法学部以
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外の学部の出身者や社会人等を一定割合以上入学させることとしている（後述（２）４）イ . ⒟参照）。

継続教育の整備も、併せて提言されている。

３）法科大学院の設置
　司法制度改革審議会が法科大学院の設置を提言した際には、法科大学院の数として概ね十数校を想

定していたと言われている。司法試験合格者の目標として挙げられた 3000 人に──意見書で明言は

されていないものの──法科大学院修了者の司法試験合格率として当時言われていた 7 割ないし 8 割

という数字（17）を当てはめると、法科大学院の学生定員は合計で 4000 人程度が想定されていたと想像

される。

　これに対して、法科大学院制度がスタートした 2004 年（平成 16 年）に設置されたのは、68 大学、

学生定員は合計で 5590 人であった（18）。法学系の学部・学科を擁する大学の多くが法科大学院の設置

を申請する中、いわば規制緩和により、当初の想定を超える数の法科大学院が設置された。そして間

もなくここから、法科大学院修了者の能力に対する疑問が生ずることになるのである。それは、たと

えば（１）３）イ . で前述した、司法修習生考試の不合格率の高さなどにより、司法関係者に強い印

象を与えていった（（３）１）イ . a）で後述する。）。

４）法科大学院における教育
ア．教育課程
　専門職大学院設置基準（平成 15 年文部科学省令 16 号）等により、法科大学院における教育は概ね

次のように定められた。

⒜ 標準修業年限を 3 年とし、修了要件は 3 年以上の在学と 93 単位以上の修得とする。

　これは、法科大学院入学前に法律学を学んだことのない者（以下で「法学未修者」と言う。）に対

する教育課程を標準ないし原則とするものであり、多様な背景をもつ人材を実務法曹として育てる教

育を謳った司法制度改革審議会の意見書に対応するものである。

⒝ 法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者（以下で「法学既

修者」と言う。）については、修業年限を 1 年以下（30 単位以下）短縮する（2 年以上在学し、63 単

位以上修得すれば修了とするものとする。）。

　法律学の基礎的な学識を有することが入学試験において確認された者については、教育課程の 2 年

目から履修させ、2 年間での修了を可能とする。法学既修者としての認定は、法律学を専攻する学部・

学科を卒業しているといった学歴によってなされるのではないから、それらの学部を卒業していない

が法律学を自習した者が法学既修者として入学することもあり得る。逆に、学部において法律学を学

習した者が、修業年限の短縮を求めず、標準修業年限での修了を目指して入学することも認められ、

そのように入学する者の数が法律学の学習経験がない者の数を上回ることがむしろ一般的であった
（19）。

　実質としての法学学習経験の有無はともかく、法学未修者として入学した者は、2 年次に進級した

段階で、法学既修者として入学した学生と同じ教室で教育を受けることが一般的であった（法科大学
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院によっては、2 年次配当科目の授業を法学未修者と法学既修者とで分けて、法学未修者にとって効

果的な教育を行うことを目指すところもある。この場合でも、3 年次の授業は、両者を共通して行う

こととなろう。）。そこで、法学未修者は、法学部等における（4 年間に亘って行われる）法律学教育

とほぼ同レベルの学修を法科大学院の 1 年次に行う必要があるため、科目構成としては基本七法分野

（憲法、行政法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法）それぞれの概要を広くカバーする授

業科目を配置することとなる一方、1 年間でのその修得をサポートする様々の工夫が必要とされるこ

とになる。この点はその後、「法学未修者教育の充実」という形で、文部科学省から様々な形で法科

大学院に要請されることになった（（３）２）イ . 参照）。

⒞ 「理論と実務の架橋」を意識した教育を行うため、授業科目はⓐ法律基本科目、ⓑ実務基礎科目、

ⓒ基礎法学・隣接科目及びⓓ展開・先端科目の 4 群によって構成する。

　各群の内容は、概ね次のとおりである。

ⓐ　法律基本科目群　　 公法系（憲法、行政法などの分野に関する科目）、民事系（民法、商法、

民事訴訟法などの分野に関する科目）及び刑事系（刑法、刑事訴訟法など

の分野に関する科目）

ⓑ　実務基礎科目群　　 法曹倫理、法情報調査、要件事実と事実認定の基礎、法文書作成、模擬裁判、

ローヤリング、クリニック、エクスターンシップ　など

ⓒ　基礎法学・隣接科目群　基礎法学、外国法、政治学、法と経済学　など

ⓓ　展開・先端科目群　 労働法、経済法、税法、知的財産法、国際取引法、環境法　など

　多くの法科大学院において、ⓐについては、1 年次において講義形式──これについても当初は、

双方向型（教員と学生のやり取りにより授業が進行するもの）・多方向型（教員とのやり取りに加え

学生同士のやり取りにより授業が進行するもの）であることは求められた（20）──の授業を行い、2

年次においては判例や事例問題を題材とした討論形式の授業を行っている（科目名としては、「○○

法演習」や「応用○○法」などが多いようである。）ように見受けられる。

　ⓑは、「理論と実務の架橋」の中で、実務の側に位置する科目群である。ⓐについて理解できてい

ることが前提となるから、2 年次以上に配置される。旧司法試験の時代に行われていた司法修習の前

期修習に代わるものとして位置づけられており、裁判官、検察官、弁護士という法曹実務家の中から、

科目に応じて最も関わりの深い立場の教員が授業を担当する。

　それらの授業では、かつて司法修習の前期修習に用いられたのと同様の、現実の事件を素材として

作られた事例教材を用いて、法的問題を指摘し、必要な書面を作成するなどの教育が行われている。

　ⓒは、法学既修者であれば学部時代に履修することが可能な分野であるが、法学未修者にとっては、

これまで触れる機会がなかったものもあり得る。法律が現実の人間社会に生起する問題に対応するた

め用いられるものであることから、基礎法学（法哲学、法社会学など）と社会科学のいくつかの分野

に触れておくことを求めるものである。

　ⓓは、司法制度改革審議会意見書が司法制度について求めた「知的財産権関係事件・労働関係事件

などへの対応強化」に対応するものとして、法科大学院教育に取り入れられたものである。これらの

分野は、新司法試験の論文式試験に選択科目として導入された法分野でもあり、多くの法科大学院生
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は、司法試験の選択科目として選択する予定の法分野について重点的に履修するのが通常である。

イ．入学者選抜
　法科大学院の教育課程の概要は以上のとおりであるが、さらに、入学者選抜について専門職大学院

設置基準が定めているところにも触れておこう。

⒟ 入学定員の一定以上の割合を法学未修者に割り当てる。

　これは、多様な人材を法曹として育成するという、司法制度改革の方針にしたがったものである。

具体的な割合について文部科学省は当初、「入学者のうち、法学を履修する課程以外の課程を履修し

た者又は実務等の経験を有する者（……）の割合が 3 割以上となるように努めなければならない」と

定めていた（21）が、2018 年にこれを撤廃した（22）。

⒠ すべての出願者について、適性試験の受験を必須とし、合否判定において考慮する。

　「適性試験」は、法的知識とは別に、法曹を目指す者として必須の資質・能力（判断力、思考力、

分析力及び表現力）を備えているかを判断するための試験として、アメリカのロースクール制度にお

ける LSAT（Law School Admission Test）を参考として構想されたものである。

　2003 年から、独立行政法人大学入試センター（当時）が実施するものと、公益財団法人日弁連法務

研究財団及び社団法人商事法務研究会が共催して実施するものとが併行して行われ、法科大学院志願

者はそのいずれかを受験して、その得点を添えて出願することとされていた。その後、適性試験の成

績と法科大学院における成績の相関性の低さ、受験料の負担、法科大学院志望者の減少などにより、

実施主体の 1 本化（23）と受験の任意化（法科大学院の受験にとって必須のものではなくすること）を

経て、2018 年（平成 30 年）以降、実施されていない。

５）継続教育
　法科大学院設立当初、各大学院の主たる関心が優秀な学生を入学させ、新司法試験において修了生

に高い合格率を出させることにあったことから、法曹資格者に対する継続教育への関心は必ずしも高

いものではなかった。法学理論教育を担当してきた研究者教員にとっては、自ら担当したことのない

法律実務についてその高度化を図る教育を行うことは、やや敷居が高かったとも言えるだろう。司法

試験受験対策について弁護士である卒業生の協力を仰いでいた大学も、特定の分野について高度な実

務教育を行うことまでは考えておらず、せいぜい研究者教員と実務家とが共同で行う研究会の場で討

論を行い、そしてその場に若手の卒業生・修了生を参加させることが、大学として組織的に行い得る

限度だったのではないかと思われる。

　しかし、法科大学院における（とくに、知的財産法分野、国際法分野に関する）継続教育は、バブ

ル経済の崩壊を経て激しい国際競争にさらされた経済界にとっては望ましいものではあり、司法制度

改革審議会の意見書においても、簡単ではあるがその必要性が触れられている（24）。

　継続教育の実施に向けて、法科大学院に重い腰を上げさせたのは、その生き残り戦略として位置づ

けた「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」である。このプログラムは、文部科学省が

2015 年度予算から導入したものであり、法科大学院に対する予算（25）を減額（26）したうえで、優良な
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取組を実施している法科大学院に対し、その取組に応じた加算を行うものであり（27）、その中で「社

会で生じる最新の法的課題に対応した継続教育プログラムの開発・実施」が優れた取組の 1 つとして

明示されたのである。そこで優れた取組として評価されている継続教育を実施形態により分類すると、

（いずれも、執筆者の命名に過ぎないが）①セミナーイベント型と②授業・教育活動参加型が見られ

るように思われる。

　①のセミナーイベント型は、年間の一定の期間にセミナーを開催し、弁護士など企業実務関係者が

参加する形態である。たとえば北海道大学では知的財産法領域のサマーセミナーを開催し、全国から

弁理士、弁護士が参加するとともに、これを法科大学院の正規の授業としても位置づけているという

（図 2-6. 参照）。また、法曹を対象とした税務、国際ビジネス法務などの短期セミナーを開設している

大学院もある。

　　　　　　　　　　出典：文部科学省 
　　　　　　　　　　　　　https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/
　　　　　　　　　　　　　micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/28/1399541_4.pdf　2 ページから抜粋

図 2-6．北海道大学における継続教育の取組

　②の授業・教育活動参加型は、法科大学院の応用科目の授業に実務家（とくに新人弁護士）を参加

させ、場合によっては学生の指導にも当たらせるものである。

　いずれも、研究者教員からの一方的な授業という形ではなし得ないものであり、すでに特定分野に

優れた法曹を送り出し、またはそうした法曹の協力を得ることができている大学で、良好な成果を挙

げているといえよう。
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（３）法科大学院を巡る問題
１）法科大学院制度に対する批判
ア．背景
ａ）弁護士界、経済界の感覚
　法科大学院に対しては、その設立前から一定の批判が存在した。法曹、とくに弁護士の大幅な増員

に対しては、弁護士会の好意的な態度を得ることは難しかった。法科大学院制度の創設については弁

護士会の中でも意見の対立が見られ、創設から 10 数年を経た現在でもさまざまの意見があるようで

ある。

　経済界も、必ずしも好意的ではなかった。知的財産法、国際法など、とくに企業の国際競争にとっ

て有益な専門分野については、有能な法律家が育成され、そのサービスの提供を受けることができる

ことは望ましいことであったが、通常の企業法務については必ずしも法曹資格を有する弁護士でなく

とも、社内で育成した人材で十分に賄っていくことができる、という感覚であった（28）。

ｂ）一般市民のニーズ
　司法制度改革のキーワード「事前規制から事後チェックへ」の主な対象領域であった経済活動にお

いてすら、法的ニーズの増加とそのための人材育成の必要に対する考え方が以上のようなものであっ

たうえに、紛争の「法的」解決を避けようとするわが国の一般市民の感覚と、そこから生じる弁護士

業務に対する需要の低さも、相変わらずと言えよう。法科大学院出身の弁護士が増加し、その活動範

囲が全国に広がったことから、いわゆる法的過疎地域が徐々に解消されつつあるとはいえ（図 2-7. 参

照）、都市部に集中しがちなその配置は、農村部などにサービスを提供できないまま、やがて飽和状

態になるのではないか、懸念される。
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出典：著者作成（データ：日本弁護士連合会『弁護士白書』2010 年版及び 2019 年版）

図 2-7．弁護士 1人当たり人口（都道府県区別）

ｃ）学生の志向
　学生の立場からも、合格率が 2％から 3％であった旧司法試験の時代から法曹は──法学部に在籍

した記念として受験することはあっても──現実的な進路としては限られた学生だけが志望したもの

であり、法学部は「ジェネラリスト」を養成して「企業戦士」を供給する場と考えられることが多かった。

　法律家に必要な「法的思考能力」という適性は、一種の技芸（art）という側面をもち、労せずして

これを有している人がいる一方、かなり苦労して習得する必要がある人もいる。2004 年、法科大学院

の創設当初は、法科大学院ブームとも言える状況が生じ、それまで旧司法試験に苦しんできたベテラ

ン受験生も含めて多くの志願者が集まったが、その後かなりのスピードで志願者が減少した（図 2-8. 

参照）のも、法律家への社会の需要の低さとも合わせて、こうした法曹への適性を育てる教育の余裕

がないことにもよるのではないかと思われる。「多様な背景をもつ人材」から法曹を生み出すことを

目指す法科大学院には、法曹としての適性を発掘するためにリベラルアーツを含めた余裕ある教育が

必要であるのに、時間と学費をかけて学修しても司法試験に合格できるか不確実である、というネガ

ティブな側面が強調されがちなのではないかと懸念される。
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　　　　　　　　出典：著者作成（データ：文部科学省中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別
　　　　　　　　　　　委員会（第 97 回）配布資料１－１）

図 2-8．法科大学院志願者・入学者の推移

ｄ）大学への不信
　法科大学院における教育は当初から、ある種の不信感による制約を受けていた。司法試験の合格者

数が大学法学部の序列を決める上でも決定的な要素となっていたことから、法科大学院においても司

法試験対策に偏した教育が行われるのではないか、という不信感があった。そのため、法科大学院に

おいて文書作成指導を行う際には、それが（かねて司法試験予備校などで行われてきた）答案練習で

ないことを保障することが必須条件とされた。

　こうした不信感は、司法試験で出題担当の考試委員を務めた有力私立大学の法科大学院教授が、学

生に問題を漏洩した事件の発生により、いわば「実証」され、法科大学院に対する国の強い指導を後

押しすることになったのではないかと思われる。

　さらに、こうした大学（とくに、実績を上げていない法科大学院）に教員を派遣している裁判所、

検察庁にとっては、その負担の軽減が大きな関心となってきた。

イ．指摘された問題点
　初めての修了者が司法試験を受験し、司法修習を開始した 2006 年から、法科大学院の抱える問題

点が具体的に指摘されるようになった。以下では、必ずしも時系列に従ってではなく、内容別に紹介し、

それぞれへの対応を次の２）において紹介する。

ａ）司法修習生考試の成績不良
　法科大学院開設直前、旧司法試験の最終期においても、修習の最後に行われる司法修習生考試の不
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合格者の増加が見られた（たとえば 2006 年度採用の修習生では 71 人）が、最初の法科大学院修了者

（2006 年度採用の修習生）が修習を終えた段階で 76 人、翌 2007 年度採用の修習生では 113 人などと、

当初から多くの者が不合格となった（図 2-4. 参照）。

　なお、最近の 2018 年度修了生の不合格者は 8 人と、減少する傾向にある。

ｂ）論理的表現能力の欠如
　司法修習の過程で、法科大学院修了生の文書作成能力、とくに法的論理を表現する能力の欠如が指

摘された。これは、ア . d）で前述した、法科大学院における文書作成指導の萎縮にも原因するもの

と考えられ、最近では文章指導が──受験指導とならないよう注意しつつ──積極的に奨励されるに

至っている。

ｃ）志願者の極端な減少
　法科大学院への志願者は制度の創設直後から大幅に減少してきた（図 2-8. 参照）。その原因として

挙げられているのが、⑴低い司法試験合格率、⑵予備試験の存在、⑶法曹養成課程の重い負担、⑷法

曹としての進路の問題である。

　まず、⑴新司法試験の合格率は、法科大学院修了生全体の平均で 20％から 30％の間を推移してき

たと言ってよい（図 2-9. 参照）。この比率は、旧司法試験に比べればその 10 倍近いものであるが、決

して高いものではない。

　　　　　　　　　出典：著者作成（データ：法務省「司法試験の結果について」
　　　　　　　　　　　　各年度「法科大学院等別合格者数等」）

図 2-9．新司法試験合格率

　その合格率を押し下げていると言われているのが、⑵司法試験予備試験（以下「予備試験」と言う。）

の存在である。

　予備試験は、司法制度改革審議会意見書において「経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んで
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いるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも、法曹資格取得のための適切な途を確保すべき

である」とされ、そのために「幅広い法分野について基礎的な知識・理解を問うような予備的な試験

に合格すれば新司法試験の受験資格を認める」ものとして創設された試験制度である。2011 年から試

験が実施されてきたが、その合格者は大学学部在籍者と法科大学院在籍者が多くを占め（図 2-10. 参

照）、実質的に法科大学院を修了せずに司法試験受験資格を得るための「抜け道」となっているとさ

れる。しかも、基本七法の短答式及び論文式試験（29）と口述試験とで行われる同試験に合格した者は、

司法試験においても高い合格率を得ており（図 2-9. 参照）（30）、法学部の最も優秀な学生は法科大学院

ではなく、予備試験に合格してそのまま司法試験を受験する傾向が見られるとされている。そのこと

は、法科大学院生よりも学部生の予備試験合格者が多いことからも、窺うことができる。

　　　　　　　　 出典：著者作成（データ：文部科学省中央教育審議会大学分科会法科大学院等
　　　　　　　　　　　 特別委員会（第 95 回）配付資料３－２－３）

図 2-10．司法試験予備試験合格者の属性別人数

　次に、⑶法科大学院を経由する法曹養成の「プロセス」に参加することは、法科大学院の学費と司

法修習における費用を必要とするほか、学部 4 年、法科大学院 2 年に司法修習 1 年を加えた 7 年とい

う長い時間を要することが、法曹への道の魅力を失わせている、と言われている。司法修習における

資金は貸与制から給付制に変わった（31）とはいえ、その金額は十分ではなく、「弁護士になったときに

は、借金を抱えることになる」と言われているのである。

　その借金を返済するためには、実務法曹となって収入を得ることが必要であるが、一般市民のため

の弁護士の需要は──とくに都市圏では──かなり満たされてきており、⑷進路の問題があると言わ

れるようになっている。図 2-11. に見られるように、法科大学院設立当初（2006 年度に採用された（新）

60 期が、法科大学院の最初の修了者である。）は弁護士登録する者が多かったが、その後かなりのペー

スで減少しており、弁護士に代わって「その他」の進路に進む者が増えている。この「その他」は、

国や地方公共団体の行政官などを含むと言われているが、しかしその数も最近は減少の傾向にある。
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　　　　　出典：著者作成（データ：最近の部分につき法務省 http://www.moj.go.jp/content/001332228.pdf）

図 2-11．司法修習終了者の進路

　裁判官、検察官への任官者数は、旧司法試験時代に比較すれば増えているものの、今後さらに増え

続けるものとはいえまい。また、弁護士であっても、法律事務所に勤務するだけではなく、企業内で

法律事務を担当する企業内弁護士という勤務形態も徐々に増えてきており（図 2-12. 参照）、これが司

法制度改革が当初想定した法曹人口の増加の姿なのではないかと考えられる。ただし、企業に就職し

た弁護士が一般社員よりも良い待遇を得られるか、とくに「即戦力」となることができる人材を求め

がちな企業にとっては、司法修習を終えただけで採用するのか、かなり高度の能力を要求することに

なるのではないかなど、法科大学院教育への要求も高くなるのではないかと想像することができる。
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　　　　　　出典：著者作成（データ：日本組織内弁護士協会  
　　　　　　　　　https://jila.jp/wp/wp-content/themes/jila/pdf/transition.pdf）

図 2-12．企業内弁護士数の推移

　法律サービスに対する需要がそれほど拡大しない中で弁護士の数が増えたことにより、その収入が

問題となる。図 2-13. は、日本弁護士連合会の調査によるものであるが、弁護士の所得（収入から必

要経費を差し引いたもの）の中央値（32）は、2006 年の 1200 万円から 2018 年には 650 万円に激減して

いる。この傾向も、法曹志望者の減少に繋がっているといえよう。

　　　　　　出典：日本弁護士連合会『弁護士白書 2018』32 ページ

図 2-13．弁護士の所得の推移

ｄ）未修 1年次から 2年次への進級率の低下
　法科大学院の入学者に占める法学未修者の割合は、年を追うごとに減少しつつあるものの、当初予

定していた 30％は超えている（33）（図 2-14. 参照）。しかし、1 年次から 2 年次への進級要件を満たすこ

とができず、進級できない者がおよそ 4 分の 1 を超えるなど、深刻な事態が生じている（図 2-15. 参

照）。
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　　　　　　　　　出典：著者作成（データ：文部科学省中央教育審議会大学分科会法科
　　　　　　　　　　　　大学院等特別委員会（第 97 回）配布資料１－１）

図 2-14．法科大学院入学者における既修者・未修者の比率

　　　　　　　　　出典：文部科学省中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会（第 78 回）
　　　　　　　　　　　　配付資料「法学部・法科大学院関係データ集」17 ページ

図 2-15．進級率の推移（未修１年次から２年次への進級率）

２）対応の現状と課題
　こうして明らかになった法科大学院制度の問題点は、制度の直接のユーザーである学生、入学志望

者、そして司法サービスのユーザーである一般市民、企業などが、多様な教育サービスを提供する多

くの法科大学院の中から自らの必要に適合する者を選択することを通して、いわば自然淘汰により解
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決されることが望ましかったといえるだろう。法曹養成教育に携わる研究者と実務家が、現場のニー

ズに合った教育サービスを創造して多様性が生み出されれば、継続教育の場としても有益な、息の長

い制度となることができたのではないかと思われる。

　しかしながら、わが国の法科大学院制度は今のところ、そのような幸福な道を歩むことはなかった。

その要因には、たとえば次のようないくつかのものがあるように思われる。すなわち、⑴法曹養成の

最大の難関として司法試験という、高い公平性が要求される一方で及第率の低い試験が存在するため、

法科大学院に入学することが法曹資格の取得に直結していないこと、そのために⑵法科大学院は修了

生の司法試験合格率を互いに競う関係になり、疑心暗鬼の目が大学院に向けられるようになりがちで

あること、⑶法科大学院における教育はもちろん、司法試験合格後の司法修習における実務教育も、

法曹三者の協力による多くの資源投入が必要なものであること、⑷司法制度を動かすプロ集団の育成

が問題となっていることから、法曹三者はもとより、司法判断により大きな影響を受ける経済界（34）、

そしてそこから影響を受ける政官界が、非常に大きな関心をもつこと、などが考えられるのではなか

ろうか。こうして、法科大学院の改革は、大学院自身による改善を待つゆとりがないまま、一種の政

治マターとして、政官界のリーダーシップの下で行われるようになった（35）。

　このような事情により、法科大学院の改革は、直接的には文部科学省からの指導によって行われて

いる部分が大きい。以下では、前述した問題点ごとに、どのような改革が目指されているかを略記す

る。なお、それぞれの時間的前後関係は、必ずしもここに記載した順序どおりではない。

ア．志願者の減少
　法科大学院志願者が減少したことに対する、いわば即効性のある対策として考えられたのは、⑴法

科大学院を受験しやすくすること、及び⑵法科大学院を修了するまでの時間的・経済的負担を軽減す

ること、の 2 つであった。

　⑴受験を容易にするためには、①法科大学院の設立当初は入学者選抜において必須とされていた「適

性試験」が廃止され、②入試の競争倍率が 2 倍を超えるよう誘導する施策（36）により、入学に伴うさ

まざまの負担を軽減する措置が行われるよう誘導が図られた。具体的措置は法科大学院によって異な

るが、たとえば入学試験について試験科目の削減、実施日程の工夫、受験料の低廉化などがあり得よう。

そして、入試倍率が低い水準にとどまる法科大学院については、募集停止などが自ずから行われるよ

うになった。

　⑵入学後の負担軽減については、③「法科大学院と法学部との有機的な連携によって体系的・一貫

的な教育を行う課程」（「法曹コース」と名付けられている。）を設けることが推奨され、すでにこの

制度はスタートしている。法学系の学部を早期卒業することを前提として、学部 3 年生に法科大学院

（特別枠）を受験させ、これに合格した場合には学部教育と法科大学院教育が連続的なものとなるよう、

学部と法科大学院とが協定を締結し協力する制度である。この制度によって法科大学院に── 2 年次

に既修者として──入学した学生は、学部と法科大学院を合計して 5 年間で司法試験受験資格を得る

ことができる点が、高く謳われている。

　「法曹コース」の導入と合わせて、これまで法科大学院修了後でなければ受験資格が得られなかっ
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た司法試験について、法科大学院 3 年生にも受験資格を付与することが予定されている。司法試験の

実施時期と司法修習の開始時期とを調整することにより、上記の 5 年に司法修習の 1 年を加えた 6 年

間で（高等学校卒業者が）実務法曹となることができることが、法曹志望者の増加をもたらす「目玉」

政策と位置づけられているのである。

　そのほか、④司法試験の試験科目についても、（１）２）イ . の最後に述べたように、短答式試験で

出題される法律分野を削減する方策が、すでに採られている。

イ．未修者の進級率の低さ
　「多様な背景をもつ人材」に対して法曹養成教育を行う法科大学院制度の一つのキーワードであっ

た「法学未修者」教育は、未修 1 年次から 2 年次に進級できない学生の多さ（前述（３）１）イ . d）

参照）から、大きな壁にぶつかっている。法学部出身者であってもそれまでの学修成果に自信がなく、

初歩からの再履修を希望する学生が法学未修者として入学する傾向があることからも、未修者教育が

容易でないことは予想できるが、制度の理念から何とか解決しなければならない問題と捉えられてい

る。

　この問題への対応は、⑴教育手法の改善という形と、⑵教育成果達成の指標の設定という形の 2 つ

の方向でなされている。すなわち、⑴としての法学未修者教育の改善・充実の方策として、① 1 年次

の授業科目を基本的なものに絞ること、とくに憲法、民法及び刑法の 3 分野（「上三法」と言われる

ことがある。）に絞り、当初は 1 年次から履修することを想定していた行政法、商法、民事訴訟法及

び刑事訴訟法の 4 分野（「下四法」と言われることがある。）を 2 年次以降の学習に送ること、② 詳細

な法解釈を扱う授業科目の前に入門的・導入的な科目を配置すること、③フェロー制度などを設けて

授業外で学習の補助を行うこと、などが指示・提案されており、多くの法科大学院で実施されている。

　次に⑵ 1 年次終了の時点で十分な教育成果が達成されているかを判定するための指標を設定するも

のとして、④すべての法科大学院において共通の問題による「共通到達度確認試験」を実施すること

とされ、5 回に亘る試行試験の後に 2020 年（令和 2 年）から正式に実施されている。また、⑤法科大

学院教育により履修すべき内容を明示するため、各法科大学院が「コア・カリキュラム」を設定する

こととされ、そのひな型が法科大学院協会によって提示されている。各大学院は、これを元に各大学

院の独自の修正を加えたうえで学生に提示し、実践することとされている。

　以上の各方策は、加算プログラムの評価、法科大学院認証評価などにおける評価項目として位置付

けられ、各大学院が実施することが強く求められている。

ウ．法科大学院修了者の成績不良
　司法修習生考試の合否結果（前述（３）１）イ . a）参照）を含めて、法科大学院修了生の成績が期

待ほど高くない（37）ことは、比較的早い段階から指摘されていたことである。とはいえ、すべての法

分野について好成績を挙げることができる学生はそれほど多いわけではなく、そうすると司法試験合

格者の中にもある分野については必ずしも十分な解釈・適用能力をもたない者がいることも、ある程

度はやむを得ないとも言える。
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　これらの対策としては、それぞれの授業科目における成績評価の厳格化とともに、法学既修者とし

ての入学の際にも、既修者としての認定を厳格化することが、提案されている。

　それに対して、文書作成能力、とくに法の論理を正しくたどって表現する能力が劣っている場合（前

述（３）１）イ . b）参照）には、いかなる法分野においても実務法曹として能力を発揮することが

できないおそれがある。こうした懸念から、最近では文章作成指導において──最初期には触れるこ

とすら許されないと理解されていた──司法試験問題等の活用や、司法試験合格者の先輩である若手

実務家の協力などを得るなどの手法も奨励されるようになっている（38）。

（４）まとめ
　わが国の法曹養成制度としての法科大学院は、紛争解決手段としての「法」が必ずしも一般に普及

していない精神風土の中で、司法試験という難度の高い関門をくぐる直前段階の教育制度として構成

されているという、いわば二重の制約の中にあると言える。一般市民間の紛争解決手段として法が普

及するには、まだしばらくの時間を要すると思われる一方、経済分野、社会分野においては、法的ルー

ルの支配する領域を広め、法曹需要を喚起することが可能であるとともに、（経済その他の面での）

安全保障の観点からも重要であると思われる。企業に就職する法曹（弁護士）の数も増えつつあるも

のの、法科大学院修了者の進路はさらに拡大することに意義がある。たとえば、法曹資格の有無を問

わず、法律知識を有する者が NPO の活動を支えたならば、行政の政策に公正、正義の観点を強く刻

み込むことができるであろう。

　司法試験の壁が、有能な人材の法科大学院への志願を躊躇させているとすれば、さらには、わが国

における雇用の流動化が必要であるようにも思われる。「多様な人材」が法科大学院に入学するため

には、万一法曹資格を得ることができなかった場合にも、何らかの相応しい職業に就くことができる

見込みのあることが必要だからである。

　少子高齢化が進み、外国人労働者に多くを頼ることとなる日本社会は、日ならずして「法化（39）」

の必要に迫られる。これに備えるために、法曹育成への広い道を拓き、とくにその費用は志望者個人

だけではなく、その受益者となり得る国と民間企業が担い、多様な人材が安んじて法科大学院に進学

できる環境を築くことが目下の急務であるように思われる。

注：

（１）これからの資格を有する者は、法曹（リーガル・プロフェッション）の周辺（para）に位置す

るものとして準法曹（パラリーガル）と呼ばれることがある。

（２）弁護士法 3 条 2 項は、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の業務を行うことができる。」と定

めている。

（３）高等文官試験（いわゆる「高文試験」）と言われることもある。

（４）法科大学院を経ない司法試験の受験資格として設けられた「予備試験」については、（３）１）イ .  

c）で後述する。

（５）後述（２）４）ア . ⒞ⓑ参照。
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（６）とはいえ、司法サービスのユーザーに接することもある現場に、何の予備知識もなく臨むこと

は好ましくないから、導入的な教育が各実務修習の現場で（導入起案、問題研究などの形で）

実施されている。

（７）かつては、それぞれが 3 箇月ないし 4 箇月であった。

（８）弁護士の事務所のことを言う。

（９）裁 判 所 の ウ ェ ブ ペ ー ジ「 新 司 法 修 習 に つ い て 」（https://www.courts.go.jp/saikosai/

sihokensyujo/sihosyusyu/sin_sihosyusyu/index.html）によると、民事及び刑事の「裁判修習」

は法廷を傍聴して裁判官の訴訟指揮を間近で体験したり、係属中の事件の記録や法廷でのやり

取りを検討して、裁判官と判決の内容について意見交換をしたり、その事件における事実上又

は法律上の問題点についての検討結果を裁判官に文書で報告して、その講評を受けたりするも

の、「検察修習」は実際の犯罪事件について、指導係検事等による指導の下、証拠収集、被疑者

や参考人に対する取調べなどの捜査について学び、体験し、起訴・不起訴の処分について意見

を述べたり、検察官の公判立会を傍聴したりするもの、「弁護修習」は個別指導弁護士の下で、

法律相談や法廷などに立ち会ったり、様々な法律文書を起案して講評を受けたり、弁護士会の

活動を体験したりするもの、と紹介されている。

（10）「特集　司法修習はこう変わった　前編」（東京第二弁護士会「NIBENFrontier」2017 年 11 月号）

34 頁。

（11）司法修習生に関する規則（昭和 23 年最高裁判所規則 15 号）2 条。

（12）裁判所法（昭和 22 年法律 59 号）67 条 2 項。

（13）裁判所法（昭和 22 年法律 59 号）67 条の 2（平成 16 年法律 163 号による改正によるもの）。

（14）1968 年から 2009 年まで、日本は名目 GDP ベースで第 2 位の位置を占めていた。

（15）具体的には、①司法制度については「国民の期待に応える司法制度」として民事裁判の迅速化、

知的財産権関係事件・労働関係事件などへの対応強化、利用しやすい裁判制度、裁判外の紛争

解決手段（ADR）、刑事裁判の充実・迅速化、国際化その他、②法曹制度については法曹人口の

拡大、法曹養成制度の改革、法曹三者のあり方の改革など、③国民の司法参加については裁判

員制度の導入などが提案されている。

（16）こうした問題は、意見書に述べられているものではないが、当時の法学教員の間でほぼ共有さ

れていたものと思われる。

（17）この数字は、アメリカにおけるロースクール修了者の司法試験合格率として言われていた数字

（池田雅子ほか「アメリカの法曹養成制度」法曹養成対策室報 5 号（2011 年）45 頁参照。）に倣っ

たものではないかと思われる。

（18）この翌年の 2005 年（平成 17 年）に設置が認可された法科大学院を含めて、74 校、入学定員

5825 人が、校数、入学定員の最大値である。その後、2008 年（平成 20 年）から入学定員の削

減を行う大学院が出始めたため、その数は減少し、2020 年 5 月現在で 35 校、2233 人となって

いる。

（19）そのようにして法学未修者向けのコースに入学することを「隠れ未修」と俗称することが行わ
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れた。

（20）その後、効率的な広義を実施するため、双方向性・多方向性への要求は弱められた。

（21）専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成 15 年文部科学省告示 53 号）3 条 1 項。

（22）平成 30 年文部科学省告示 66 号。

（23）2011 年（平成 23 年）から、法科大学院協会、日弁連法務研究財団及び商事法務研究会が構成す

る「適性試験管理委員会」が実施する「法科大学院全国統一適性試験」に 1 本化された。

（24）ただし、そうした教育について経済界はもともと、社内など自前で実施し得るものと考えてい

たきらいがある。法科大学院の力を借り、そのために資金を提供することまでの決断は、今な

お十分になされているとは思われない。

（25）国立大学では国立大学法人運営費交付金、私立大学では私立大学等経常費補助金のうち、それ

ぞれ教員経費部分を対象としている（文部科学省「法科大学院の組織見直しを促進するための

公的支援の見直しの更なる強化について」（平成 25 年 11 月 11 日））。

（26）減額割合は、司法試験合格率、入学定員の充足率、多様な人材確保、地域性・夜間開講などの

指標に基づいて法科大学院を 3 類型に分類し、類型に応じて従前の 90％から 50％までの金額に

減ずるものとされている（前注掲載の文部科学省の文書による。）。

（27）「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」の変遷は、https://www.mext.go.jp/

　　 a_menu/koutou/houka/1366741.htm において見ることができる。

（28）「必要な人材は社内で育成できる」という意見は、執筆者がある法科大学院関係の会合に出席し

た際に、企業（大手商社）からの参加者が発言した中で述べられたもので、楽観的な企業の姿

勢に驚きと不安を感じたものである。

（29）そのほかに、一般教養科目が短答式試験と論文式試験に、また法律実務基礎科目（民事・刑事）

が論文式試験に含まれている。

（30）図 2-9. にあるように、法科大学院の中でつねに高い司法試験合格率を出している東京大学、京

都大学、一橋大学の修了生の合格率よりも、予備試験合格者の合格率の方が遙かに高率であり、

このことが法曹適性のある学生を予備試験受験に向かわせる大きな誘因となっている。

（31）（１）３）イ . 参照。

（32）アンケート回答者を所得の多い順に並べたときに、中央に位置する者の所得額。高収入を得て

いる少数の弁護士の影響を受ける平均値よりも、中央値の方が全体の実勢を反映しているよう

に思われる。

（33）ただし、30％を超えているのは標準修業年限である 3 年の在学を予定して入学した者の比率で

あって、その中には学部段階で法学教育を受けてきた者も多数含まれている。

（34）いわゆる大企業が、バブル崩壊以後の経済紛争史を経た中でも、「法による経営」という姿勢を

十分に獲得していないように思われるのは、残念である。

（35）法科大学院制度が始まって間もない 2005 年（平成 17 年）に文部科学省の中央教育審議会大学

分科会に法科大学院特別委員会が設けられた後、2017 年（平成 29 年）からは法科大学院等特別

委員会に模様替えがなされつつ、いくつもの提言を発表している。同時に、内閣には 2012 年（平
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成 24 年）に法曹養成制度関係閣僚会議（内閣官房長官を議長とし、法務大臣、文部科学大臣、

総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣を議員とする。）、翌 2013 年（平成 25 年）に法曹養成制

度改革推進会議（議員、議長は前記閣僚会議に同じ。）が設けられている。これらの会議──と

くに後者──は、その下に設けられた法曹養成制度検討会議の検討を経た改革推進施策につい

て決定を行い、前記・中教審の特別委員会を通して実施していったといえるだろう。そのことは、

法曹養成制度改革推進会議の法曹養成制度検討会議の委員のうち法学研究者と弁護士のうち何

人かが、中教審の特別委員会において重要な役割を果たしていたことからも窺われる。

（36）（２）５）で前述した「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」では、入試の競争倍

率に応じて予算の減額率が変更されることにより、競争倍率が 2 倍以上になる取組をとるよう

法科大学院を誘導する政策が採られた。

（37）極めて優秀な人材が少なからずいることも、もちろんである。

（38）中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会「法科大学院教育の抜本的かつ総合的な改善・

充実方策について（提言）」（2014 年（平成 26 年））。こうした指導を行う趣旨は、「法曹として

不可欠な基本的知識・理解の修得の徹底」と表現されている。

（39）この言葉も、司法制度改革の際にキャッチフレーズとしてしばしば用いられたものである。
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３．教育領域における人材育成：教員の養成・採用・研修の一体化
千葉大学教育学部附属教員養成開発センター　　保坂　亨

（１）戦後の教員養成・採用・研修（1970 年代まで）
１）教員養成の転換

　近代国家の成立とともに制度化された公教育としての小学校（初等教育）は、大量の教員を必要と

したため、その養成を目的とした官立師範学校が設立された。この師範学校の授業料無償制・学費支

給制のもとで学んだ学生は、卒業後は試験を受けることなく各府県の小学校に採用・配属され、服務

義務期間が過ぎるまで勤務することとされていた。一方、旧制中学校（中等教育）の教員は、高等師

範学校卒業と「25 歳以上の大学卒業者」がその資格要件とされた。しかし、こうした大学卒業者と師

範学校の卒業生だけでは必要数が満たされず、無資格教員（代用教員）や検定試験で資格取得した教

員も数多く存在した（牧，1971）。

　この閉鎖的な計画養成を担った師範学校を中心とする教員養成は、戦前の全体主義（国家主義）の

温床となったという批判から、アメリカ占領軍の主導による教育改革によって大きく転換されること

となった。そして、幅広い視野と高度な専門的知識・技能をもつ多様な人材を養成するために、「大

学における教員養成」と「開放性」という理念が打ち立てられ、教員養成は大学で直接に教育を行う

システムとなった。つまり、「教師を査定して選ぶのではなく、教師を育成する主義」、「教員資格制

度上の学校教育尊重主義」（向山，1987）を採用したことになる。

　1949 年に教育職員免許法が、戦後の新たな学制（六三制）という制度改革のもと、教育職員の資質

の保持と向上を図ることを目的に、その資格を公証する基準を定める法律として制定された。この法

律（以下免許法）は、「教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければ

ならない」（教育職員免許法第３条）とする「免許状主義」が基本となっている。なお、免許状を得

るための履修領域と単位数の大枠は免許法に規定されているが、授業科目等の具体的な履修事項は教

育職員免許法施行規則において規定されている。そして、免許状授与の基礎資格として大学の教育課

程を修了し、合わせて教員養成のための教育課程（＝教職課程）の単位修得を義務づけた。この教職

課程は、一般教養科目、教科専門科目に加えて教職に関する専門科目（教職専門科目）の３領域から

構成され、大学における教員養成とはこれら教育職員免許状取得の所要資格として認められた科目の

単位修得を意味することとなる。同じく 1949 年に発足した教員養成系大学・学部は、この免許状取

得に必要な科目を卒業単位として「学位プログラムとしての体系」と「教職課程としての体系」の両

方を重視する「課程履修・卒業資格方式」（木内，2017）を採用して現在に至っている。

　もう一つの原則である「開放性」は、いずれの大学でも教員免許状取得に必要な単位に係る科目を

開設して履修させることにより、制度上等しく教員養成に携わることができることを意味する。この

文字通りの「開放性」から、1953 年の免許法改正により規定単位が「文部大臣が免許状授与の所要資

格を得させるために適当と認める大学の課程」で修得したものでなければならないとされ、翌 1954

年同法施行規則改正により課程認定制度が導入された（1）。この改正に伴い、大学における教職課程は、

大学が文部科学省に申請して審査委員会での審査を経て認定されるという手続き（教職課程認定）が
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必要となった。しかし、医師法に基づき医師国家試験の受験資格として医学部卒業が必要とされるの

とは対照的に「開放性」の原則は現在に至るまで維持されている。

２）教員採用制度の成立
　戦後初期の教員採用制度は、上記１）の免許法と同じく 1949 年に施行された「教育公務員特例法」

により競争試験ではなく、「選考」試験であるとされた。つまり、選考を願い出た者について教育委

員会が「採用志願者名簿」を作成し、所管教育長が選考にあたっては「その学校の校長の意見を聞い

て行わなければならない」とされた。しかし、1956 年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
（2）が制定され、「採用志願者名簿」がなくなり、公立学校教員採用候補者選考試験に合格したものが「教

員採用候補者名簿」に登載され、その名簿の中から採用者が選考されるという現在の採用制度の仕組

み（3）が整えられていった（佐藤，2017）。

３）教員研修の位置づけ
　戦後初期には、急速に進められた教育改革の中で、現職教員の再教育が求められたことは言うまで

もなく、新たな免許法に対応した資格に切り替えるための免許法認定講習（1950-58 年）などが実施

された。しかし、現職研修はこの認定講習の終了とともに「沙汰やみ」（佐藤，2017）になっていっ

たという。その背景としてあげられるのが、深刻な教員不足である。戦後の出生数の急増により 1951

年から小学校の児童数が、1957 年からは中学校の生徒数が毎年 50 万人以上という凄まじい増加を続

けていた。一方で、1948 年度の全国における約 11 万人の教員不足（TEES 研究会編，2001）、1950

年度の北海道における小学校教員の不足率 21％、中学校教員の不足率 16％、さらに、無資格率はそ

れぞれ 44% と 29% という状態であった。また、全国の教員養成系大学・学部は入学者不足で発足初

年度の 1949 年度から 1956 年度まで定員割れが続いていた（山崎，2017）。従って、この時代の喫緊

の課題は教員養成を量的に整えることにあった。

　その後ようやく 1970 年代に至り、教員の「質」の問題が取り上げられるようになり、「教師教育」

という考え方が登場するようになる。当然、それまでも勤務する学校の校内研修や教職員団体・民間

教育研究団体による研修、その他の個人研修など自主的な研修が盛んに行われ、それを補完する形で

各教育委員会が設立した教育センター等による研修（いわゆる官制研修）が整備されていった。先の

教育公務員特例法においては、教育公務員は職務遂行のために「絶えず研究と修養に努めなければな

らない」と定められ、任命権者に対して研修の「実施に努めなければならない」とされている。これ

は「教員研修の自主性と研修機会の保障、教育行政機関による条件整備を義務づけたもので、任命権

者の研修はあくまで自主的な教員研修とならぶものであり、これに代わるものではないことを明示し

たもの」と解釈されていた（平原，2009）。

　しかし現在では、教育基本法第 9 条にも規定されることとなった教員研修であるが、「権利」か「義務」

かなど、その位置づけは必ずしも明確ではない（岩下，1981； 市川他，1983）。これを権利と捉えれ

ば教員の主体性を尊重してそれを保障するものとしての研修（校内研修や自主研修）が強調されるが、

義務と捉えれば行政による悉皆の官制研修（とりわけ法定研修）の意義が主張されることになる。戦
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後教育というスパンで捉えると、1980 年代までは権利としての立場から校内研修や自主研修に加えて、

それを補完する形で官制研修が整えられていった。その後は、後述するように初任者研修・10 年経験

者研修等が法定化され、教員免許更新制も導入されて現在に至る。これによって 1990 年代以降教員

研修は、職務命令に基づく職務研修と位置づけられる行政解釈の転換（平原，2009）がなされたと考

えられる。このように教員研修の強調点が、権利から義務へと転換された背景としてあげられるのが

1980 年代以降の教育批判であろう。その後の教育改革に大きな影響を及ぼした臨時教育審議会（1984

年設立：内閣諮問委員会）が謳った「戦後教育の総決算」というスローガンがその象徴ともいえる。

（２）1980 年代以降の教員養成・採用・研修（〜 2009 年）
１）法定研修の成立と教員免許更新制の導入

　それまでも議論されてきた「初任者研修制度」は、上記の臨時教育審議会教育改革に関する第二次

答申（1986 年）で具体的検討が提案された後、教育職員養成審議会答申「教員の資質能力の向上方策

等について」（1987 年）が全教員を対象とした各時期における研修の実施を提言して実現に向かう。

これによって「教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律」が 1988 年に成立し、法令上任命権者に実施義務が課せられる「法定研修」として初めて「初任

者研修」が創設された（服部，2009）。その後の試行を経て、1989 年度から小学校で本格実施が開始

され、翌 1990 年度から中学校、高等学校、養護学校（現特別支援学校）と段階的に制度化されて現

在に至っている。

　また、この初任者研修の第一世代が教職 10 年目を終えた頃、中央教育審議会答申「今後の教員免

許制度の在り方について」（2002 年）が、中堅段階に進んでいく過程で最も重要な通過点として教職

10 年目を捉えて教員個人のニーズに応じた研修の実施を提言した。その結果、教職経験 10 年目に達

した教員に対し、個々の能力や適性等に応じた研修を行う「10 年経験者研修」が 2003 年度より法定

研修として動き出すこととなった（服部，2008）。

　さらに、学校教育及び教員に対する批判的な世論とも交錯しながら、上記のような法定研修が成立

していく中で絶えず議論されてきたのが「不適格」教員の問題である。すでに先の臨時教育審議会に

おけるこうした「不適格＝問題教員」についての厳しい議論を受けて、全国各地の教育センターで

2000 年以降、いわゆる「指導力不足教員」（4）に対する「指導改善研修」が自主的に始まっていた（鈴木，

2006）。こうした各地の実践をふまえて「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律」

によって、「指導改善研修」が 2008 年から法定研修となったのである（服部・今津，2008）。

　一方、教育改革国民会議（2000 年：首相の私的諮問機関）などで提案されてきた教員免許の「更新

制」は、中央教育審議会においてはこれに代わるものとして先の「10 年経験者研修」が導入されたに

もかかわらず、義務教育費国庫負担金をめぐる議論の中で再燃することになる。その結果、中央教育

審議会への再度の諮問（2005 年）などの紆余曲折を経て 2009 年度より実施されることとなって現在

に至る（5）。なお、この教員免許更新制は、教育職員免許法の改正によるものであるため、私立学校教

員もその対象となっている。
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２）採用段階
　地方公務員法に基づく地方公務員の採用については、条件附採用制度のもとでその期間は６ヶ月と

されている。教員も同じ制度のもとにあったが、上記の初任者研修制度の導入にあたり、その職務の

専門性から６ヶ月間での能力実証は不十分として、教育公務員特例法改正（1988 年）により条件附採

用期間は 1 年に延長された。当然、初任者研修はこの１年間の条件附採用期間で実施されることとなっ

たのである。

　本来この制度の趣旨は、教員採用選考において一定の能力実証を得たものについて真に実務への適

応能力があるかを見極めることにある。しかし、実際は初任者研修実施以降 10 年間ほど、研修終了

時の評価によって正式採用とならなかった事例は発生しなかった（平原，2009）。それが文部科学省

による通達（2004 年）によって「厳密な運用」が強調され、しだいに各都道府県教育委員会が初任者

教員に対して一般教員とは別の評定を始めた。これによって条件附採用制度は、次年度の正規採用を

しない＝「不採用」を決定するという形で文字通り厳格に運用されることとなる。その結果、新規採

用者の退職率はそれまでのおよそ２倍となり、そうした中で初任者の自死とその公務災害認定をめぐ

る訴訟が起きてしまう（保坂，2011）。

　この条件附採用制度の厳密な運用は、上記の「指導力不足教員」に対する「指導改善研修」と同じ

流れにあると考えられ、文部科学省が毎年実施する公立学校教職員の人事行政の状況調査の中で、「指

導が不適切な教員の人事管理に関する取り組み等について」として２つが並んで公表されている。

３）教員養成
ア．大学院段階
　1978 年以降に大学院における現職教員の再教育を目的とした新構想の大学（上越・兵庫・鳴門教育

大学）が新設され、続いて教員養成系大学・学部を基礎とした大学院修士課程が順次設置され、1996

年までに全ての都道府県で整備されることとなった。こうした動向を踏まえ、教育職員養成審議会答

申「修士課程を積極的に活用した教員養成の在り方について：現職教員の再教育の推進」（1998 年）が、

現職教員の資質能力の向上を図るため修士課程を積極的に活用した教員養成を行うことを提言するに

至る。

　この間、1987 年教育職員養成審議会答申「教員の資質能力の向上方策等について」が、教員免許

状の一種免許状を基礎として修士課程の特定分野について深い学識を積み、当該分野において高度の

資質能力を備えていることを示すものとして専修免許状を設けることを提言した。これを受けて、翌

1988 年には教育職員免許法の改正により新たに専修免許状が創設されることとなった（6）。

　しかし、この専修免許状取得に際しては、「教科又は教職に関する科目」を 24 単位以上修得するこ

ととなっているため、多くの大学院においてこの 24 単位が研究科の専攻分野に係る科目となり、専

門的知識の深化は保証されているが、学校における教育実践と関連のある内容を学習することがない

と批判されるようになっていく。その最たるものが、国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する

懇談会報告書「今後の国立の教員養成系大学・学部の在り方について」（2001 年）の中で、明らかに

理学や文学など他の研究科と違わないような修士論文でも「修士（教育学）」を授与しているという
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指摘であろう。こうした批判が大きくなる中で、2006 年中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許

制度の在り方について」が教職大学院の創設を提言するに至る。なお、同答申は上記（２）１）「免

許更新制」の導入を提言したものでもある。そして、2008 年にはこの提言を受けて、新たな専門職大

学院としての教職大学院が全国で 19 校開設された。

イ．学部段階
　上記（１）１）で述べたように、1949 年に発足した教員養成系大学・学部は、教員免許状取得に必

要な科目を卒業単位とする「課程履修・卒業資格方式」でスタートしたが、1987 年愛知教育大学と山

梨大学に教員免許取得を卒業要件としない新課程（通称「ゼロ免課程」）が設置される。多種多様な

学びが可能である教育学部のリベラルアーツ機能が見直され、学際性を生かした課程が誕生したとさ

れるが、この先の教員需要の減少を見込んだ「苦肉の策」とも批判された。木岡（2001）は、「教員

需要の減少に対応した、いわゆる『ゼロ免』課程の創設」と明記して次のように指摘している。「そ

れでも教員需要の減少に対する教員養成実態への批判的潮流に沿って、定員削減と学部改組が急速に

展開し、教育学部の名称を冠する学部は減り続け、『ゼロ免』課程の拡張とは対照的に教員養成課程

の学生数は最盛期の半分約 1 万人規模になっている」。加えて、それまで必修とされた一般教養科目

を担当していた教員が、大学設置基準の規制緩和（1991 年）による教養部廃止とともに教育学部へと

移籍するという状況もあった。そのためこの新課程だけではなく、名実ともに教員養成だけではなく

学際的な教育を目的として、従来の教員養成を担う教育学部から改組した新学部（神戸大学発達科学

部：1992 年、横浜国立大学教育人間科学部：1998 年、福井大学教育地域学部：1999 年、鳥取大学地

域学部：2004 年など）が、全国で数多く誕生することになる。

　こうした動向の中で、文部省内に先にもふれた国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談

会が設置され、その報告書「今後の国立の教員養成系大学・学部の在り方について」（2001 年）が公

表される。これによって、これまで述べてきた戦後の教員養成について総括され、その現場の反省と

改善の方向性が打ち出された。とりわけ教員養成の専門性確立を強調する一方で、上記のような規模

縮小の結果としての再編・統合（一都道府県一教員養成学部の体制見直し）を提起したことで注目さ

れた（横須賀，2002）。

　そして、この間に公立学校教員の採用数は大幅に減少する。1989 － 90 年代にかけておよそ 3 － 4

万人もの採用者数があったのに対して前年度からおよそ 7 千人近く減少した 1992 年度（約 2.6 千人）

から 2000 年度には 1.1 千人程度まで落ち込んでしまう。当然、これによって 1998 － 2000 年度の採用

試験の倍率は、小・中・高等学校すべてにおいて 10 倍を超えるという「狭き門」となった。この間

の国立の教員養成系大学・学部の卒業生は、上記の新課程の誕生によりそれ以前より定員が減少して

いたにもかかわらず、その 1/3 しか教員になれず、正規採用教員はさらにその半数以下という厳しい

状況であった。

　また、この学部の教員養成においては、2001 年教員養成審議会（1952 年設置）が中央教育審議会

の教員養成部会に改編されたことに伴い、「教職課程認定基準」が制定され、「教職課程認定大学実地

視察」の実施が始まった。戦後、「大学における教員養成」と「開放性」という理念のもとで再スター
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トした教員養成も実際のところ各大学によって様々であり、「量」的な整備から「教育課程の質保証」

が課題となってきたからであろう。また、上記（２）１）免許更新制の導入や教職大学院の創設の契

機となった中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（2006 年）が、学部

養成段階において全学年を通じた「学びの集大成」として位置付けられる「教職実践演習」を 4 年次

後期に必修として提案したのも同様であろう。

　それゆえこの「教職課程認定基準」の制定以降は、先の教職実践演習新設など教職課程カリキュラ

ムが変更される度にその審査が厳格化され、年度ごとに実地視察を行った全ての機関の結果が公表さ

れている。さらに、2009 年度からは教育職員免許法施行規則の改正によって「定期的報告・是正勧告・

認定取り消し」が制度化された。

　一方で、2005 年の教育分野に係る大学等の設置又は収容定員増に関する抑制方針の撤廃以降は、私

立大学における教育関係の学部新設が認可され続けている。例えば、小学校一種免許状が取得できる

大学数は、2005 年度 103 大学のうち 50 大学と半数以下であった私立大学は、2014 年度には 172 大学

にまで増加している（国立は 51 から 52 大学へ、公立は 2 から 4 大学へ増加）。こうした教職課程認

定大学が増加する中で、上記の「教職課程認定基準」に係る審査の厳格化が進められたことになる。

（３）近年の動向
　この直近の 10 年間（2010 年～ 2019 年）は、社会の急激な変化という現状を踏まえて教員養成・教

師教育を含む教育改革は新たなステージに入り、その質保証・高度化が推進されるようになる。とり

わけ文部科学省通知（2015 年 6 月）によるいわゆる「ミッションの再定義」が、組織の廃止・転換

を強く迫る結果となって、大学院修士課程から教職大学院への転換など教員養成大学・学部の大胆な

改革が求められている。この通知で文部科学省は各国立大学に、教員養成系と人文社会科学系の学部

及び大学院について「組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組む」とし、同時

に国立大学の予算（運営費交付金）配分をこの改革への評価と連動させることによって政策的に指導

を行なっている。これによって、（２）３）イであげた教育学部から改組した新学部の中から教育学

部へと再改組（2016 － 17 年：佐賀大学、横浜国立大学、山梨大学、宮崎大学、福井大学、大分大学）

するところが続出し、同時に各大学の新課程も廃止された。

１）養成・採用・研修の一体化
　2010 年 6 月、中央教育審議会に「教員の資質能力向上特別部会」が設置され、①新たな教員養成・

教員免許制度の在り方、②教員の資質能力の向上を保障する仕組み、③教育委員会や大学など関係機

関の連携など教職生活の全体を通じた教員の資質能力の向上方策について調査審議することとなっ

た。そして、その答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」（2012

年）が、これまでの大学における教員養成と行政による教員研修というこれまでの分担を転換して「養

成・採用・研修の一体化」を求め、さらには生涯を通じての職能成長（＝「学び続ける教師」）とい

う理念を提示した。続いて 2015 年には大きな転換点となる改革を目指した中央審議会答申「これか

らの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」及び「チームとしての学校の在り方と今後の改
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善方策について」が矢継ぎ早に取りまとめられた。

　これらの答申は、先の「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」で

示された「学び続ける教師」という理念を実現するための具体的な制度設計を提案している。その一

つが教員の資質向上に関する育成指標の全国的な整備であり、「高度専門職業人として教職キャリア

全体を俯瞰しつつ、教員がキャリアステージに応じて身に付けるべき資質や能力の明確化のため、各

都道府県等は教員育成指標を整備する」とされた。こうして新しい時代の教育に対応できる教員養成

及び研修を一体として再構築するために「教育公務員特例法の一部を改正する法律」（2016 年）が成

立する運びとなったのである。

　この法律に基づき全ての都道府県及び政令指定都市において、地域の大学の参加を必須とする「教

員育成協議会」が設置されて、「教員等育成指標」の策定作業が進められた。現在は、この新たな指

標に基づいて、それぞれの教育委員会が「教員研修計画」の再構築を進めているところである。なお、「養

成・採用・研修の一体化」の理念のもと、この「教員等育成指標」には「養成段階」が含まれており、

それまで各都道府県教育委員会が採用試験において示してきた「求める教員像」との整合性も図られ

ているが、同時に後述する教職課程コアカリキュラムの導入がなされている。

２）採用段階
　上記（２）３）イでふれた教員需要の問題は 2001 年度を境に増加に転じて、2012 年度以降現在ま

で公立学校教員の採用数は 3 万人を超える大量採用の時代を迎える。こうした採用数の急激な増減の

結果、公立学校教員の年齢構成は極めて歪な形となって、ミドルリーダーにあたる中堅教員が少ない

という学校経営上の問題点が指摘されるようになる。また、これを年齢ではなく、教員経験年数で見

れば、さらにミドルリーダーの数が少ないという危機的な状況といえる。実際、小中学校において中

堅教諭（経験年数 11 － 20 年）が 20% を切っているデータが、先の中央教育審議会答申「教職生活の

全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」（2012 年）の中でも示されている。そし

て、こうした状況を踏まえて教員採用における課題として学校内における年齢構成を挙げ、30 代・40

代の積極的な採用を提案している。

　これについては 2008 年雇用対策の基本法である雇用対策法が改正され、それまで努力義務であっ

た募集・採用段階での年齢制限禁止が義務規定となり、教員採用試験の年齢制限も変更されてきたこ

とにふれる必要がある。都道府県教育委員会によって変更時期に違いはあるものの、受験可能な年齢

を 30 － 35 歳に制限していた委員会がなくなるなど、法令改正に基づき年齢制限は撤廃されていった。

これによって民間企業の勤務経験者に対する特別選考や一部試験免除を実施する教育委員会も増えて

おり、先の答申の提言（30 － 40 代の積極的な採用）はこうした事情を背景としている。

３）養成段階
ア．大学院
　原則として修士課程から移行するという方向性が示された教職大学院は、2016 年度には 18 大学で

開設という急増期を経てほぼ全ての都道府県に設置されるところまでになった。さらに、文部科学省
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に設置された国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議による報告書「教

員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて」（2017 年）によって、「養成・採用・研

修の一体化」が各都道府県教育委員会との連携のもとでこれまで以上に求められ、その中核としての

教職大学院が注目されている。なお、この有識者会議は、「少子化が一層進行するとともに、これま

では教員の年齢構成の影響から少子化にもかかわらず増加傾向にあった教員需要が、近く全国的に減

少傾向に転じるという大きなターニングポイントとなる時期を迎えたことから、我が国の教員養成や

現職教員の研修を担う教職大学院を中心とする大学院、それに国立大学の附属施設であり教員養成と

は密接不可分の附属学校について、改めてその在り方や課題及び課題の解決に向けた改革方策等につ

いて幅広く検討を行うため」に設置されたものである。現在、各教員養成大学・学部はこの報告書を

踏まえた改革を迫られており、その一つとして修士課程廃止と教職大学院への一本化が進められてい

る。

イ．学部
　このような状況の中、教員養成においても、医学教育・薬学教育・法科大学院教育等ですでに導入

されているコアカリキュラムが導入されることとなった（７）。このコアカリキュラムは、改正された

教育職員免許法及び同施行規則に基づき全国すべての大学の教職課程で共通に修得すべき資質能力を

示すものである。古くは、先の国立の教員養成系大学・学部の在り方に関する懇談会報告書「今後の

国立の教員養成系大学・学部の在り方について」（2001 年）で提言されていた。直近では先の中央審

議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」（2015 年）において、「教員の

養成、研修を通じた教員育成における全国的な水準の確保」のため大学が教職課程を編成するに当た

り参考とする指針を関係者が共同で作成することとされた。これによって、「教職課程コアカリキュ

ラムの在り方に関する検討会」が設置され、そこでの検討を経て 2017 年 11 月に「教職課程コアカリ

キュラム」として発表された。なお、教員免許は、学校種・教科など多岐にわたるため、まず共通性

の高い「教職に関する科目」について作成され、全国の教職課程で共通に修得すべき資質能力が示さ

れたが、「教科に関する科目」についても今後順次整備される。（ただし、「教科に関する専門的事項」

では英語だけ先に導入された。）

　この「教職課程コアカリキュラム」は、教職課程の各事項について、当該事項を履修することによっ

て学生が修得する資質能力を「全体目標」、全体目標を内容のまとまりごとに分化させた「一般目標」、

学生が一般目標に到達するために達成すべき個々の基準を「到達目標」として表している。これによっ

て教職課程の担当教員は、その科目のシラバスを作成する際や授業を実施する際に、学生がその「全

体目標」、「一般目標」、「到達目標」の内容を修得できるように授業を設計・実施し、大学として責任

をもって単位認定することが求められている（８）。

（４）実習について
　教育実習は、教員免許取得のために学校現場で実習生として実践的な学びを行う必須の教育活動と

定義できる。大学（教職課程）の必修単位であり、実習期間は高校免許では３単位（２週間程度）、幼・
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小・中学校免許では５単位（４週間程度）となっている。また、その役割・目的は、①大学教育の一環、

②教員になるための準備教育の総仕上げ、③教員免許状取得のため、④教師になるための予行練習の

４つとされる（日本教育学会，1983）。言うまでもなく教員養成段階において重要な存在ではあるが、

1980 年代まで大きな変化はなかったため、最後にまとめて記すこととしたい。

　始めの大きな改革は、1989 年度から単位数を増加したことである。幼稚園・小学校（４単位）、中学校・

高校（２単位）がそれぞれ１単位（教育実習事前・事後指導を含む）増加された。また、1998 年度か

らは中学校も５単位（期間も４週間程度）となって現在に至っている（９）。

　さらに同じ 1998 年度には、教員免許取得のための新たな実習プログラムとして「介護等体験」が

必修化された。これは「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に

関する法律」（通称：介護等体験特例法）の成立により実施されたものである。その目的は、特別支

援学校での２日間と社会福祉施設での５日間、計７日間の介護体験を通して義務教育に従事する教員

が、個人の尊厳の精神と社会連帯の精神を深く認識する体験を通して「教員としての資質の向上」を

図ることにあるが、小中学校の普通免許状限定であるため特殊な位置を占める。しかし、この介護等

体験特例法の条文には「教員としての資質の向上」を図ることが目的として掲げられている。従って、

これ以降の教育実習をめぐる改革も含めて、上記（１）３）で述べたように、「戦後教育の総決算」

をスローガンに掲げた臨時教育審議会を筆頭とする 1980 年代の教育批判と、それを受けて教員の「質」

が問題とされるようになったことがその背景にあると読み取ることもできよう。

　そして、この 1990 年代から、教員養成段階において教育実習以外の活動として実際の教育現場を

体験しながら教育支援を行う活動（学校参加体験）が広がるようになる。この背景として、① 1991

年の大学設置基準の緩和（教養部廃止）により 1 －２年生に体験が伴う実践的な科目を配置できるよ

うになったこと（10）、② 2000 年以降の教員養成課程が目的志向を強めて「教育実習の充実」を図った

こと（11）、③教職大学院において長期インターンシップ（修了に必要な 45 単位のうち 10 単位を占める）

が必修化されたことなどがある。また、実務的には 1997 年度より文部省が「学生が子どもたちと触

れ合い、子ども理解を深め、教員としての実践的指導の基礎を習得すること」を目的に公募した「フ

レンドシップ事業」を契機にしてボランティア体験の単位化が進むなどこうした学校参加体験が拡大

した。なお、先に述べた幼・小・中学校免許に必要な教育実習の５単位は免許取得単位数全体の１割

以下にすぎない。

　そして、現在では中央審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」

（2015）において「学校インターンシップの導入」が提起され、それを受けて各大学（教職課程）が

その整備を進めている。なお、同答申では「学校インターンシップ」を「教職課程の学生に、学校現

場において教育活動や校務、部活動などに関する支援や補助業務など学校における諸活動を体験させ

る」ものとし、「学生が長期間にわたり継続的に学校現場等で体験的な活動を行うことで、学校現場

をより深く知ることができ、既存の教育実習と相まって、理論と実践の往還による実践的指導力の基

礎の育成に有効」、また「学生がこれから求められる資質を理解し、自らの教員としての適格性を把

握するための機会としても有意義」と述べている。

　しかし、この「学校インターンシップ」は「教職課程において義務化はせず」、「大学独自の科目と
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して設定すること」も可能とする一方で、「各大学の判断により教育実習の一部に充ててもよい」となっ

たことで教育実習との役割分担を明確化することが課題とされた。これによって各大学の教職課程に

おいては様々な位置づけが可能となり、その名称も含めてその具体化は大学に任されることとなった。

　現在、上記（３）３）で述べた教職コアカリキュラムの導入によって、教員養成系大学・学部およ

び教職課程を持つ大学はすべて、2018 年度以降に新たに課程認定を受け直してスタートしたところで

ある。その中で養成段階の核となる教育実習に加えて、教職大学院の長期インターンシップも含め多

様な学校参加体験（学校インターンシップ）が構築されつつある。この新たな制度化が進む中で、課

題とされた教育実習と学校インターンシップの役割分担の明確化を含め「教育実習の充実」がどのよ

うに保証されるのかが問われている。

 

注：

（１）それまで教職課程の設置認可は、文部省通達「大学において教員養成課程を置く場合の審査に

ついて」（1950 年 7 月）、「大学において教員を置く場合の審査に関する申し合わせ」（同年８月）

に基づいていた（TEES 研究会編，2001）。

（２）この法律によって教育委員の公選制が廃止されて首長による任命制に移行、教育の政治的安定

が図られたとされる（木村，2020）。

（３）なお、これは公立学校教員の採用についてであり、私立学校教員の採用は原則として学校法人

ごとに実施されている他、東京都をはじめいくつかの都道府県では私学協会による私立学校教

員適性検査が行われている。また、国立大学附属学校の多くは地元教育委員会で採用された教

員が期限付で勤務する交流人事を行なっている。

（４）今津（2012）は、「指導力不足教員」を免職・懲戒対象の「不適格教員」と基本的に異なるとし

て次のように説明している。「専門的な知識・技術を欠き、子どもの心を理解する能力や意欲が

弱く、指導方法が不適切で、保護者との信頼関係を築くことができず、職場での協調性が足り

ずにクラスも任せられないと判断されるような教員」。なお、文部科学省による定義では、「知識、

技術、指導方法その他教員として求められる資質能力に課題があるため、日常的に児童等への

指導を行わせることが適当ではない教諭等のうち、研修によって指導の改善が見込まれる者で

あって、直ちに後述する分限処分等の対象とはならない者」となっている。

（５）この免許法の改正によって、2009 年 4 月 1 日以降に初めて授与された免許状のことを「新免許状」

と呼び、10 年間の有効期間が付されることとなった。一方、それ以前に授与された免許状は「旧

免許状」と呼ばれ、生年月日によって免許更新講習による受講確認期限が設定されている。こ

の確認期限までに更新手続きを終えないと免許状は失効し、「旧免許状」については返納しなく

てはならない。ただし、失効した場合でも、所要資格を満たしているため免許状更新講習を受講・

修了することで教員免許状を再度授与される（「旧免許状」の場合は「新免許状」として授与さ

れる）。なお、現職教員として勤務していない者は受講義務者に該当しないため、受講せずに更

新手続きを行なわなくとも失効せず効力が眠った状態（「休眠状態」と呼ぶ）となる（公益財団
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法人文教協会，2016）。

（６）この改正により、「二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務」が課せられ、こ

れ以降一種免許状への上進のための免許状認定講習が盛んに開催されるようになった。

（７）斉藤（2017）は、このコアカリキュラム導入の影響を示す例として、現在では漢方薬を約 90% の

医師が使用しているというデータをあげている。

（８）（２）３）イであげた「教職実践演習」は、その新設を提言した中央教育審議会答申「今後の教

員養成・免許制度の在り方について」（2006 年）において、授業内容例や到達目標等が示されて

いるため新たにコアカリキュラムを作成する必要はないと判断された。また、（２）３）イであ

げた教職課程の審査・認定及び実地視察においてもその活用が明記された。

（９）教育実習の長期化の留意点として「就職活動に影響を及ぼし、進路選択の機会を狭める可能性

がある」と指摘された（文部科学省初等中等教育局教職員課「教員養成及び免許制度に関する

基礎資料」）。

（10）例えば、千葉大学教育学部では１年時に「基礎実習」（２日間）、２年時に「観察実習」（２日間）

が必修科目として置かれ、その上で３・４年時の本実習が実施されるようになった。

（11）例えば、島根大学教育学部では 4 年間で 1000 時間に及ぶ体験学習を必修化、また北海道教育大

学（釧路校）では授業のない曜日（１日）を作ってすべて実習に当てるなどの「教育実習の充実」

が実施された。
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Ⅲ．討論編：児童福祉領域の専門性・資格について

１．資格（免許）の範囲
医学・法曹＝オールマイティ（全領域の資格免許）

教育＝各校種（小・中・高校・特別支援学校学校）、各教科に限定

児童福祉の資格は？　　現任者の存在、養成段階の問題

保坂：資格として医学と法曹はオールマイティー、その資格を持っていれば全部やれる。教育の免許

は免許ごとに細切れという違いにびっくりしたんです。これはそのまま今、検討している児童福祉

ではどうするのだろうと思ったんです。既に民間資格があり、これから作ろうとしている資格は、

オールマイティーなものを想定していないと聞いたんですけど。

増沢：国家資格として社会福祉士があるが、その資格を持ったものが児童福祉の領域に来た時に、あ

まりにも児童のことが学びきれていないという問題が指摘されている。過去に、医療でのソーシャ

ルワークもそうした問題があって精神保健福祉士の国家資格が作られた。ところが現在、ソーシャ

ルワーカーの世界では、社会福祉士と精神保健福祉士を分けるべきではなかったとの意見が根強く

ある。ジェネラルソーシャルワーカーとしての社会福祉士であるべきだったと。

　　しかし現状のまま、養成校に任せていたら、児童のことを十分に学ばずに過ぎてしまう。そのせ

いか、養成校から児童の領域を志す学生、児童相談所であるとか施設に来る学生って養成校の中で

数パーセントといった非常に少ないパーセントしかいない。だから現状を改善するためには児童家

庭福祉に特化した資格を作って、カリキュラムも見直していくべきで、将来にまた統合の道を歩む

にせよ、今はそうすべきというような議論をしているところです。

保坂：それで気になったのは、児童福祉の資格化・専門家に関して、もう既に現任者がいる。一方で、

これから養成はどうするということを同時に考えていかなければならない。

増沢：どういう人たちが児童福祉司になっているかは、この資料に示されている。

（資料１参照）
　　これは任用要件というもので、これをみると非常に幅広いことが分かる。この中でも、一番左側

の第 13 条、第 3 項、第 1 号の人たちが、何も学ぶことなく任用されていた現状があり、今般任用

前研修を義務化することになった背景でもある。

　　こうした研修を義務化するにあたって、児童福祉司に必要なカリキュラムを作って、それをもと

に研修が行われるようになった。そうしたところ、他の任用要件を満たした人たちも、児童家庭福

祉についての学びは十分でないから、その人たちも一緒に学びましょう、といった状況がある。根

本的に任用の在り方を見直す必要があり、その中に資格の話も含まれている。

　　ただし、資格を取った人たちしか任用しないとなったら児童福祉司がいなくなってしまう。そこ

で任用資格は任用資格で残しながら、徐々に資格を取った人のパーセンテージをあげていこうとい
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う方向性が示されている段階です。一応、資格化に向けた方向性が示されたのが中間のまとめの報

告書です。

（資料２参照）
　　この報告書には、資格化に向けた歩みを進めるという方向性が明記されています。ただ資格の立

て付けとして、既存の社会福祉士の養成に児童のことを入れ込む形にして、社会福祉士資格の上に

乗せた資格にするか、全く別の児童家庭に特化した資格を作るのかは意見が分かれるところです。

２．養成段階の基本方針：開放性か閉鎖系か
医学＝閉鎖的（医学部に限定）

法曹：開放性（受験資格なし）から閉鎖性

　　　2006 年から方針転換、法科大学院（３年制）に限定？

　　　「適性試験」必須から 2018 年から未実施

　　　「法学未修者３割以上」2018 年撤廃

　　　「司法試験予備試験」（抜け道の存在）

教育＝開放性（大学に開放）

児童福祉の資格はどこまで開放するのか？
養成者の選抜・資格試験による選抜・採用者の選抜

保坂：今日、高橋先生に来ていただいてるのは、「嵐の中の法科大学院」（Ⅱ－２）についてです。戦

後教育は養成段階を開放系、誰でも取れる状態にして再出発したわけです。医学は戦前から医学部

入学の時点で閉鎖的に養成する者を選抜していた。一方、法曹界は、司法試験が開放的に誰でも受

けられるものから、一気に閉鎖系に行こうとした。ただし、林論文（Ⅱ－２）を読むと、相当な混

乱が起きていると理解しました。

高橋：そうですね。おっしゃるとおりだと思います。結局、予備試験が今、最終合格者の何割いるか

というと、20％ぐらいはいるんです。1,500人のうち300人ぐらいは、もう予備試験になっているので。

揺り戻しで、結局 2 割はそこを通ってくるので、むしろそこまでトップクラスのスピード感のない

人が、法科大学院に来てるっていうふうに、法曹界はもう、そうなっちゃっています。

保坂：こんなニュース（記事１参照）になっていますが、一般の人にとっては意味が分からないです

よね。

高橋：そうなんです。だから、法曹界が養成段階が開放か閉鎖かっていうと、開放から一気に閉鎖し

ようとしたけど、結局失敗して、現実に、やっぱり開放の部分から来ているのが、もう 2 割ぐらい

いるので大きな穴が開いているって感じです。

保坂：確かに抜け道と言いたくなるようなコースになっている。

高橋：そうですね。だから多分、資格の本質に絡む話だと思うんですけど。児童福祉司は、やっぱ対

人援助だと思っていますけど、法曹は対人援助じゃなくてもいいわけなんです。契約書だけを見て
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チェックをしてたっていいし、一言もしゃべらない法律家っていうのは存在するわけです。現実問

題、人と会わない法律家は存在するので。

　　だから知識のベースの部分は、やっぱりものすごく大事で、結局、予備試験が復活して戻ってき

ちゃうのは、知識のちゃんとしたベースがある人たちだから、最終試験の合格率が非常に高くなるっ

ていうことになっているので。児童福祉司とそこは区別して整理をしなきゃいけないかなと思って

はいるんです。そういう意味で言うと、お医者さんも研究職になりたいお医者さんというのは存在

するはず。でも児童相談所で親としゃべらない児童福祉司は存在しない。そういう意味では、学校

の先生が近いかなと思いながら読みました。

保坂：資料１の 13 条の 3 項 1 号を残さないってことはないと思うんだけど、現任者を除外するとい

う発想は特にない。一方、養成段階に関しては議論したほうがいい。どこまで閉じるか、全く開放

なのか。

高橋：だから移行期間を、例えば 3 年とか 5 年とか取るにしても、そこから先はもう、この 13 条は「な

し」にしないと。ここをいつまでも「あり」にしていたら、何のために試験を作ったのか、まさに

この司法試験状態になるんじゃないかって気がしますよね。

保坂：実は、教員免許も特別免許という制度があって、教員免許のない民間人を校長に雇うために使

われている。つまり、教員免許がなくても教壇に立つことが法制化されているんです。だから、そ

れはあっちゃいけないものじゃないと思うんです。だけど、その存在感があまりにも大きかったり、

位置付けが曖昧だといろんな問題が起こると思います。

高橋：現状の議論で並行でいくしかないというのは、いきなり、ここの門戸を閉じるのは、やっぱり

現実的じゃない。

増沢：そうです。次に資格化を進めても、児童福祉司の増員が図られている今日の状況を踏まえると、

資格ができるだけでは、増員に追いつかない。児童福祉領域を志す学生を増やさなきゃいけない、

資格というのがそうした学生を増やす起爆剤にはなりえると思う。しかしそれだけで人の手は足り

ない。そのため今の任用制度は、そのまま残して、しばらくは行くと。

保坂：児童福祉の資格をどこまで開閉するのかは、ある意味でスローガン的な質問であって、現実的

には、養成者をどう選抜するのかだと思うんです。まず、養成の入り口で人を選抜するのか。医学

は徹底選抜、そこで選抜されれば決まる。司法試験も形は変えても確実な選抜になっている。それ

に比べて、教員は選抜過程が曖昧。大学に入れば教職課程が取れるし、単位の集め方は選抜になっ

ていない。唯一、選抜は採用試験ですが、都道府県の採用は「選考」であって試験ではない。やは

り法曹界と違うのは、教師が対人関係援助職だからだと思うんです。そうすると児童福祉も、どこ

で選抜して、どこで選考するのかっていうのを考えないといけない。そして、選考の段階で筆記試

験だけでいいのか。対人関係援助職としての人間性を見る必要があるのでは。

増沢：今、公務員試験でも、そこが指摘されている。知識を測る試験で採用された公務員が、人とし

ては失格という場合もある。人間としてのフィルターをどこにかけるか。欧米を見ると、フィルター

の一つに実習がある。欧米の実習と日本の実習での大きな違いの一つが実習期間である。日本の場

合、実習期間が圧倒的に短い。
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保坂：実習が大問題なのはあとで取り上げます。

３．コア・カリキュラムの導入
医学：2001 年以降

法曹：2004 年法科大学院設立以降

教育：2017 年導入

児童福祉のコアカリキュラムは資格化以前に導入
知識（認知的能力）への偏り

保坂：主には筆記試験による選抜、単純に言っちゃえば試験で測る学力、それもマークシートででき

る試験と、次のコアカリキュラムがセットだと思うんです。医学部で始まり、法科大学院だけ共通

的到達目標になっていますが、コアカリキュラムのことです。

高橋：そうですね。

保坂：だから、「最低限これだけやってね」。到達目標、全体目標とかが書かれていて、これが全部同

じ形式で、結局これに基づいて筆記試験とならざるを得ない。

増沢：筆記試験。そうなんです。

保坂：法曹界の方々は専門知識がなければやれないだろうし、医学の基礎知識も膨大ですよね。だか

らそれに比べると、教育・福祉領域は対人関係援助職として人間性が強調されて、基本的に必要な

基礎知識は、医学、法学に比べて少ないと言うと怒られるかもしれないですけど、ちょっと違うよ

うな気がするんです。

高橋：いや、おっしゃるとおりだと思います。社会診断がちゃんと書けるかとか、その最低限のそれ

はあるとは思うんですけど。そこから先は僕も、あまり知識だとは正直思っていないんです。まし

てや、こんなに児童福祉の制度が、年がら年中変わっているんじゃあ 5 年前の知識に何の意味があ

るのかっていう。

増沢：任用前から任用後研修については、3 年前に作ったカリキュラムで研修プログラムが企画される。

保坂：ある意味面白いと思うのは、福祉だけ、資格の前にコアカリキュラムが入ったことだと思うん

です。それが学力試験、資格試験の学力面で使われるのは別に悪いことじゃない。ただ、それだけ

でいいのか、どうするのかという話がどれぐらい起きているのか。

増沢：ちなみに、コアカリキュラムを作ったときに、通知以上のレベル（告示）で出されました。だから、

そう簡単に変更できない。しかしこれに対しては今回のワーキングでは、やっぱり時代とともに見

直し、変えていく必要があるという意見があった。

保坂：資格がある所にコアカリキュラムを導入した場合、絶えず見直す前提で入ってるんです。だか

ら福祉だけ、ああいう形で入っちゃったのが不幸で、今、訂正されたのなら良かったなとは思いま

すけど。
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４．「業務独占」資格と「名称独占」資格
保坂：例えば、公認心理師は、実は名称独占で、業務独占の資格ではないので、同次元には論じられ

ません。後で実習に一番関わるんですけど、実習が問題になるのは業務独占だからですよね。業務

独占の実習は、専門的な人が付いていないとやってはいけないわけです。だから今になって医学部、

歯学部が、5 ～ 6 年でやるために法律を変えようとしています。（記事２参照）
増沢：確かに、心理臨床を業務独占にしたら、逆に、「これはできない」の線引きが明確になる。一

方で公認心理師については、汎用性のある心理師としての位置づけが強調されました。今でも心理

臨床っていうのが、流派によっては枠組みがしっかり決められ、「こうじゃなきゃ心理臨床ではない」

という主張をもった専門家もいる。

　　しかし、それでは、関係する職種等とチームを組むときや、より広い枠組みでないと患者に会え

ないなどの支障が生じてしまう。僕のいる福祉の領域では生活という現実を見つめ支援する必要も

あり、面接室だけといったような狭い枠組みでのかかわりではニーズに適した支援は難しくなって

しまう。より汎用性のある心理的支援として位置付けられたこと、そして業務独占じゃなかったこ

とには、僕は、ほっとした方なんです。

　　心理臨床の対象として視野に入っていない対象はもっとたくさんあるはずです。災害支援とかの

話になってくるとその通りだし。だから、それは良かったなと思うんです。しかし保坂先生の話を

聞くと、なるほどとも思います。

増沢：国のワーキングの検討会の中では、「児童家庭ソーシャルワークを業務独占にすべき」という

意見もありました。ここで重要となるのは、児童家庭ソーシャルワークの仕事や役割が何なのかの

議論が一つあります。児童家庭ソーシャルワーカーとなると、児童相談所の児童福祉司から、市町

村のソーシャルワークもちゃんと視野に入れなきゃいけない。さらに言うと施設のファミリー・ソー

シャルワーカーや、フォスタリング機関など、幅広く見られる必要がある。業務独占で、「児童福

祉司はこうです」としてしまったら、あまりにも狭くて、もう広がれないのではないかと思います。

先ほどの公認心理師と同じで、やっぱり、いろんな所に入ってソーシャルワークするっていうもの

が現実的だと思うんです。

高橋：弁護士だって、僕もこの間、生活保護の申請に一緒に行って、家探すって言うから不動産屋を

一緒に回って、これが弁護士の仕事なのかって言われると、どうなんだって話になるわけじゃない

ですか。それ、ソーシャルワークじゃないのかっていう話になるかもしれない。おっしゃるように、

いろんな領域、学校の先生だってそうだと思うんですけど、いろんな領域ぎりぎりまで手を広げて

いくと、対人援助って、やっぱり重なり合う部分が当然、出てくるんだと思うんです。ただ、児童

福祉法に基づいて行政処分的なことをやるんだったら、それは、やっぱり業務独占の範囲に最低限

入れるっていうのは、線の引き方としては、あんまり難しくないような気がします。

増沢：なるほど。いろいろやる中でも、この部分だけは業務独占にしておくということですね。

高橋：その外に行っちゃいけないわけじゃないけれども、「ここは、この資格を持ってる人でやろう

よ」って。

増沢：それはとても重要な議論ですよね。専門性を培った適任者が必ずしも判断下しているわけでは
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ない現状がありますね。

高橋：そうですよね。

増沢：児相長も同じですね。

高橋：だから。そう。

増沢：児相長の中には、経験の乏しい人が一定おり、その人たちが、この重大な判断を行っている。

保坂：今だって、やっぱり線引きの話じゃないですか。ここまでの仕事は、やっぱりちゃんと業務独

占の専門家がやるべきですよねって、引けるんだったら引いたほうがいいってことだと思うんです。

増沢：なるほど、確かに。

保坂：教育の世界は、明確に学校での学習しか単位・学歴にならないんです。でも勉強だったら、塾

でいくらでもできている。塾の勉強を学校と同じような単位に、と誰も言わないのは、明確な線引

きがあるからだと思うんです。業務独占としての教員資格は、それだけ大したものだな、と改めて

思いました。

増沢：なるほど、これは大事ですよね。そうすると公認心理師って、業務独占として周りから言われ

るところの線引きって、あんまりなさそうな気がしますね。確かに、行政処分は大事です。社会の

信用に関わる話だから。おっしゃるとおりです。

保坂：だから、そこが福祉領域の特殊性です。法律として児童福祉法があって、その下で権限を持つ、

特に一時保護とかを含めて考えたら、その権限を持つ人が業務独占ではないとしたらおかしいと思

いますよね。

増沢：なるほど。そうですね。

５．実習改革
医学：明確な線引きの存在

　　　卒前教育（資格以前）の転換（2005 年以降）

　　　「診療参加型臨床実習」から「自主積極学習型」へ

　　　共通試験と認定証

　　　卒後研修（資格後）の転換

　　　　1968 年：インターン制度（無給）廃止、臨床研修制度（2 年以上、努力義務）

　　　　2004 年以降：「努力義務」から「必修化」、その先専門医制度（構築中）

法曹：司法修習（司法試験合格から法曹資格が与えられる「司法修習生考試」合格まで）

　　　～ 2010 年：給費制（給料）

　　　　2011 ～ 2017 年：貸与制

　　　　2018 年～：修習給付金制度

　　　　（法科大学院の実習）

教育：資格取得に必須な実習（4 週間程度）＝授業料として自己負担

　　　教員採用後の初任者研修制度（一年間試用期間後に正式採用）
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児童福祉の養成段階の実習と採用後の研修
資格取得段階での「不適格者」の排除

保坂：医学・法曹・教育の 3 領域で、実習改革が 21 世紀に起こったんだなっていうのは実感しました。

今、求められている専門家となったときに、専門家育成の核が実習だと誰もが認めて改革しようと

したと改めて思いました。だけど、その割にうまくいってない、みんな苦労している。今、実習は、

資格取得前の実習と、実は資格取ってからの実習（厳密には「研修」と言っている）を連続したつ

ながりとして考えるべきではないか。そこが整理されて、いったい何が必要で何をやるか、それか

ら、その位置付け。無給・有給含めて、整理されていないことを、改めて実感してしまいましたが、

ここはどうでしょうか。

高橋：おっしゃるとおりです。法曹界で言うと司法修習は、要は、最終資格を取る前の修習です。取っ

た後に、裁判官と検察官は、実はかなり自分たちでカリキュラムを組んでいて、継続的に、ずーっ

と研修がやられていくんです。裁判所の研修を例にすると、新任研修は 5 日しかないんですけど、

いろんな、何年目で何を受けてとか、どこの専門分野に行ったらどれを受けてって、まさに児童福

祉資格をもしやるなら、市町村にいるんだったらこれをやっとけと。で、児相に移ったら、またこ

の研修を受けろとかっていうふうに、延々学び続けるようになっている。

　　弁護士は、やっぱり一般私人になってしまうので、それはあとは自力でやれよって話になるんで

すけど。本来、国家資格でやって公的なものを担うんだったら、ずっと継続して、そういうことが

あるべきなんだろうと思うんです。資格だから、あげて終わりっていうのは良くないと思っていま

す。

保坂：そのときに、裁判官と検察官は、公務員である教員のほうの研修と似てるなと。制度化されて

いて、それが仕事の範囲内で必ずやることになっている。一方、弁護士は、失礼かもしれないです

けど、なった途端、給料をもらって仕事をしているイメージがあるんですけど、「その人は研修中」

みたいな感覚は、周りにも本人にもあるんですか。

高橋：人によりますね。本当にもう、湖にドボンと落とすような事務所だと、もう、あとは勝手にやっ

ておけって言って、裁判所にもいきなり1人で行かせて、裁判所で右往左往して、裁判所の職員に、「そ

うじゃなくて、こうだよ」とか言われてる人もいますし。ものすごく丁寧に、じゃあ、最初は書面

から書こうねって、書いたら赤入れてあげるからねっていう感じになってる人もいますし。それは

本当にもう、ただの民間の八百屋に、中学卒業した子が入ってきたっていうのと同じ状態から始ま

るので。育て方がバラバラになっちゃっています。

保坂：それは弁護士では公然たる事実だったんですね。僕は、そこにびっくりしてるところがありま

す。どこの世界にもあるとはいえ、泳ぎ方も教えずにプールに突っ込むって感じですよね、それも

あるなとは思ってはいるんですけど。そうやって考えると、実は教員の世界は、学校の種類（小・

中・高・特別支援学校）で違ったんです。小学校の教員だけ、採用されるともう 4 月から担任をし

ているんです。ほぼ 100％、1 人でベテランの先生と同じ仕事をやる。さっきの「ドボン」ですよね。

ところが中学・高校を見てると、やっぱり 2 年目、3 年目から担任を持つ、1 年目で担任を持って
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いる人は少ないんです。高校は、ほとんどゼロに近い。副担任というまだ見習い的な感じです。教

科担任制という、自分が数学なら数学の授業だけやっているので、担任を持ってクラスを受け持つ

という教師の醍醐味（だいごみ）はやらせてもらえてないんです。この点で児童福祉の世界はどう

ですか。

増沢：全く何にも知らなくて、4 月から業務を担わされる人もいる。もちろん一緒に付いて業務を教

えてくれるところもある。児相によって違うわけです。丁寧に、スーパーバイザーが付いて同行訪

問したりする、そういう児相もあれば、もう余裕がない所は、1 カ月ぐらいそれをやったら、もう

ほとんど任せてしまうような児相もある。

保坂：教員の初任者研修制度が平成になってから始まって、このときに半年間の試用期間を教員だけ

1 年にしたんです。だから 1 年間試用期間ということは、見習い期間が公認化されたと、僕は思っ

ています。この初任者研修は法律で決められて、すごくみっちりやられて大変ではあるにしても、

指導者も付けられて制度も研修もちゃんとしている。ところが、この 1 年間が試用期間、つまり正

式期間ではないからということで、文科省が、その間に資質を見ろと言いだして、正式採用にしな

い場合もあるという「厳密な運用」が始まっちゃったんです。あまり知られていませんが、東京都

など３％近くも辞めています。

高橋：そんなにいるんですか。

保坂：はい。これが教育公務員特例法という法律で決められているので、私立の先生は範囲外です。

だから法律も児童福祉も事務所ごとに違うというのに、びっくりはしましたが、ここのところはもっ

と領域を超えて議論すべきなんじゃないんですか。

　　つまり専門家とはいえ、資格取ったらすぐ一人前というわけじゃない。見習いの期間が 1 年、あ

るいは 2 年必要。だから、2 年間給料を払って研修している医学界はすごい。人材育成のために、

公金を投下してると言ってもいいわけじゃないですか。そうした議論が他の領域にないんです。

高橋：法曹は多分、それを今やれているのは司法修習。だからそれこそ裁判所に行って、所作、振る

舞いは修習生で見ておくっていうことにはなってはいるので。2 年だったのが、今、逆に法曹界は

1 年に減ってしまっている。

保坂：期間短縮以上に気になったのが、お金のことだったんです。これまで給料みたいにもらってた

のに、急にそうじゃなくなって。今の給付制は曖昧。本人負担の部分があると言ったらいいんですか。

ただ、資格が二段階になっていることを、僕は分かっていなかったんですけど。

高橋：そうですよね。

保坂：法曹界の修習はグレーだったんですね、最終試験があるから。だから、グレーだからそうなんだっ

ていうのは分かるけど。それにしても、この短期間でそんなに揺らぐのは、どうなんだろうと思い

ました。だから教員（公務員）の場合は、受かっちゃえばもう給料をもらうので、給料もらって研

修しているのが初任者研修。そして、医師で言えば 2 年間。でも児童福祉は、これから先どうする

のか。

増沢：いや、だから給料を給付するっていうことが、見習いとか、学習のものには該当しないという

考え方が、ベースにあるってことですよね。
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　　それがある限り、給料を出しているのだから、すぐにでもドボンして泳ぎなさい、働けって言う

話になる。しかしその考えが、専門性の向上を妨げ、逆に駄目にしていく危険がある。

保坂：でも、資格を持ってお金をもらってるんだから、君はもう泳げるでしょって、「ドボン」とい

う世界では人材は育たないでしょう。それが了解されていないと思いませんか。さっきの弁護士さ

んの話も、極論すると、そういう事務所があるということで。

高橋：そうですね。それにしても司法修習は少なくともやってきているので、そこでちゃんと学んで

いれば、ある程度は泳げるってことではあるんです。そこは大きく違う。児童福祉は、どのタイミ

ングで、どうやるのか。

増沢：児童福祉は、公務員の人事の考え方が、その中に混ぜこぜで入っちゃっているので、余計その

発想がないんだと思うんです。各部署を移動するたびに、1 年間実習などとは言っていられない。

公務員としての研修を受けながら、マニュアル通りに働けば、何とかなることが多い。しかし児童

家庭ソーシャルワークはそうはいかない。いつもマニュアルが通じない世界。

保坂：これから児童福祉領域に来た人ならば、大卒の新卒だろうが、他の仕事（公務員の仕事）から

来た人だろうが、やはり必要な研修があるということ。

増沢：だから資格を作って、一定の学びを得た上で、資格を取った後は、半年なり 1 年なりのインター

ンをやっていく。こういう人たちの率が増えていけばいいんだろうと思うし。その人たちが一般人

事から外れて、専門領域を移動していくシステムが大事。そうでないと、その養成期間が 1 年ある

と言っても、教える人がいないっていう場合も生じてしまいます。専門領域内の移動であれば、そ

れが起きない。多分、弁護士の事務所は、上に弁護士さんがおられるので、ちゃんと指導者がいて

くれますよね。

高橋：いや。でもだから一時期、急に増やしたから、ものすごい就職ができない時期がありました。

その頃の、「即独」って僕らの業界で言うんですけど、いきなり 1 人で始めた人たちは、作法も何

もぐちゃぐちゃな人が一定数いるんです。まさに、教えてもらえなかった人たちっていうのが存在

するんです。そこの大波を乗り越えて、今は教えられる層がもうだいぶ増えたから、今はその問題

は出なくなったんですけど。

　　児童福祉司の話に戻ると、自分でやれっていうのはやっぱりおかしいし、でもじゃあ何にもでき

ないのかっていうと、そうでもないような気もしているので。先ほど言ったような線引きで、だか

ら児福法の行政処分はやっちゃ駄目、一時保護とかは、一人で行っちゃ駄目、2 号指導も、一人でやっ

ちゃ駄目とかっていうふうに縛りをかけて、でも他のことはやっていいよっていうと、現場を使い

ながらちゃんと整理できるし、だから、給料もちゃんと払えよって言いやすいんじゃないかって気

はするんですけど。

保坂：その「一人で」というのがポイント。以前、川﨑センター長（子どもの虹情報研修センター）が、「京

都児相は昔から一人でさせなかった」って言ってたんです。でも、それは全部の児相がそうなんで

すかという話で。おそらく違う、さっきの弁護士事務所ごとと同じだと思います。また、児童福祉

も新人に対して、こういう業務はやっていいけど、こういう業務は先輩と 2 人でやってねという線

引きがあるんじゃないか。実際、そうやって育てている所はあるのでは。
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増沢：線引きは整理できると思います。今も、高橋先生がおっしゃっていただいたことだけでも、か

なり整理できる。対応件数ってありますよね。対応件数っていうのは、2 号措置とか全部、区切ら

れています。だから、そこで線を引くだけの話です。助言指導っていうのは、誰でもいいよと。だ

けど保護であるとか、2 号措置は駄目っていうようなことは、すぐに整理できる話だと思います。

保坂：来年度の研究に継続していくテーマとして「実習」というときに、採用後の研修も含めるべき

だと思う。実習というと養成段階だけの話になるけど、そうではない。それこそ、インターンシッ

プという言葉も混乱しているし、有給・無給も混乱している。林論文（Ⅱ－２）を読んで改めて思っ

たのは、司法修習はちょうど中間だということは知らなかったです。資格を取った人が、研修を受

けているんだと思ってました。もしかしたらそのグレーゾーンは、ある種の知恵ですよね。だから、

そこで最低限やってるから、弁護士事務所に来た人は「ドボン」でもいいというのは、もっともだ

と思う。

高橋：そうですね。法曹が特殊になっている一つの理由は、就職しちゃうと、裁判官は裁判所しか見

られないし、検察官は検察の仕事しか見られないし、弁護士は弁護士の仕事しか見られないけれど、

お互いが、お互いを知ってるほうがいいよねっていう、法曹界に「法曹一元」っていう考え方があ

るんですけど。制度設計のベースに法曹一元があるから、これでやれている。先ほどおっしゃって

いただいた、給費制（～ 2011）から貸与制（～ 2017）、さらに給付金制度（2018 ～）に移ったとき

の、一番大きな議論は、何で国が金もうけする弁護士に金払ってやらなければならないんだってい

う考え方なんです。

保坂：でも、この話の続きだからできるのは、検察官の人が辞めると弁護士をできちゃう。裁判官の

人もできちゃう。

高橋：できます。

保坂：資格的にできるのは分かるんだけど、実務的にできるのかなと思っていたんです。そうしたら、

何かそういう研修があるんだそうですよね。

高橋：弁護士会が、ある程度の研修はやってる。それは新任も含めて、やってはいます。それは、要

は個人商店に対して、「商店街に入ってきたんだから、売り買いの仕方はこうだよ」って言ってい

るようなもんですよね。

保坂：そのオールマイティーの資格の中で、実は専門分化されていて、この領域だけやっていた人が

こっちに移ったときに制限はない。医師もそうで、テレビドラマでありましたが、救急救命医がけ

がして精神科医になれるって話ですよね。でも、ほんとはおかしいんですよ。一方、教員免許だけ

細切れになっているから、小学校免許しかない人が中学校で教えられない。

増沢：そうだ。確かに。

高橋：そうか。そこも面白いですね。不思議だな。何でなのかな。

保坂：いや、そこがあまりに細切れで敷居が高過ぎたので、近接領域の免許が取りやすくなりました。

以前、中学校免許だけの先生は小学校で担任できなかった。つまり中学校の教員歴 10 年、20 年あ

る人が、小学校の実習が義務付けられていた。今、それがなくなったんです。中学校で 10 年以上

やっていた人は、必要単位数を減らしてほんとに取りやすくなっています。特に、義務教育学校が
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できたので細切れ過ぎる。でもやはり分けていたのだから、その近接領域で普通に雇って、「最低限、

これだけの研修してね」ならば筋が通る。

　　児童福祉に他の領域から来た人が、みんな同じように、「児童福祉は OK」じゃないと僕は思うん

です。そのときに研修として最低限、何をやってもらうかを議論したほうが、その領域の専門性が

分かると思うんですけど、どうですか。

増沢：そうですね。いや、ワーキングのときにも盛んに、その話を大阪の所長さんがおっしゃってい

たんです。今の状況として足りないものは何かっていうと、やっぱり子どもの知識が足りないと。

やっぱり個々のアセスメント力がなければと、僕はそっちをすごく言うんだけど、実はそこって業

務独占でも何でもない話なんで。

　　でも、保坂先生は、やっぱり 28 条措置っていうのは児相独自のもので、やっぱりそこはそこで、

きちんと学ばないといけないんだっていうのは、そこにつながる話だと思うんです。だから業務独

占で、丸ごと業務独占なのか、って。ちょっと少し先生のおっしゃるような、分割した議論ってい

うのは確かに全くなかったです。これはでも必要だなって、今、聞いていて思いました。

高橋：学校の先生はもともと、どうして小・中・高って分かれているんですか。

保坂：おそらく戦前からの歴史を引き継いじゃっているんです。戦前の小学校、義務教育段階の教員

養成だけ、国が乗り出して師範学校で養成していました。一方、旧制中学も旧制高校も、大学を出

ている人は、みんな教員になれました。だから戦前の思想教育が、小学校だけにものすごく入って

しまって、中学校以上の教員たちはそんなに思想統制されていないんです。それを戦後くっつけるっ

て発想がなかったんじゃないでしょうか。

増沢：今、幼稚園と保育所、幼保一元化の話で、この免許の問題って、どうなってるんですか。

保坂：それは、戦後すぐから、「幼稚園と保育園は別でいいの？」という議論をずーっとして、結論

がいまだに出ない。幼保一元化で認定こども園をつくって、そこでは「保育士の免許と教員免許、

両方取ってね」になっちゃってる。

増沢：「両方取ってね」なんですか。

保坂：省庁分割の、最悪のパターン。

増沢：なるほど。

保坂：それで、就学前教育は大事ですよとか言ってお金を投下するようになったら、本当は整理しな

きゃいけないのに、諦めているんじゃないですか。

増沢：でも就学前教育も問題。一つ一つクリアしていかないと。これから移民の受け入れとか、そう

いうことを言ったときに大問題になりますよね。

保坂：そう。

増沢：だから今度、児童家庭ソーシャルワーカーの資格の話を今、まず児相、次に市町村、業務独占

の部分は少ないかもしれないですけど市町村。そして施設、民間、フォスタリング機関、もう一つ、

そこにスクール・ソーシャルワーカーっていうところも視野に。これが、別資格であるんですよ。今、

認定資格でスクール・ソーシャルワーカーって。あれはもう絶対統合していかないとおかしいんだ

けど、やっぱり縦割りで、多分難しいのかもしれない。
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保坂：ちょっとつなげたい話があって。僕がさっき言ったように、資格を取ってからの研修と言って

いるけど、実際は実習なんじゃないか、インターンシップなんじゃないか。お金をもらって人を育

てるっていう発想で整理できる。一方で、資格を取る前の実習はどうか。もっとちゃんと考えなく

てはいけないのではないか。

増沢：いや、全くそうなんですよ。

保坂：教員免許は 4 週間の実習で OK。そして、学校インターンシップが広がって、教育実習じゃ足

りないからという理由だったのに、必修化しなかったんです。そんなに沢山必修化されたら困ると

いう理由でならなかった。だから今、教員養成系大学・学部で、ものすごい体験学習、実習に近い

ことをやって教員になっている人と、わずか 4 週間の実習で教員になった人が同居しちゃっている

んです。つまり免許取るために必要な実習は、最低限何なのか、そこで学ぶことは何なのか。さら

に問題なのは、その実習で教員に向いていない者をはじいてるかという議論を、ほとんどしてこな

かったような気がするんです。この点、児童福祉関係、福祉関係の養成校は、どういう現状なんで

すか。

増沢：今の福祉系の養成校は、実習は、ほぼ 1 カ月程度。それも、ちょっと延びたんですけど。ここ

は学校の教員養成の実習をモデルにしていると僕は思ってるんですけど、すごく似てるんです。そ

うなると教育の取り組みとして、その後広く展開しなかったのが残念だなと思うのは、学校参加体

験。特に島根大学の 4 年間で 1000 時間に及ぶ体験学習を必修化。でも、これがもう教育の世界に

も広がらないとしたら、児童福祉ではますます駄目じゃないかと思っちゃうんです。

　　しかし、モチベーションのことを考えると、自分は単位を取るために実習に行くのであって、福

祉現場に行くためではない。ただ、実習に行けば、実習先で出会ったことがモチベーションにつな

がるってことはあるんですけど、そうなるためにも全く期間が短いということ。

　　欧米ではどうかというと、イギリスなんかは、養成期間は3年間ですが、もう2年目から100日以上、

3 年目は 200 日の実習です。アメリカも大体そうです。200 日って、ほぼ仕事なんです。

　　ただ、ほぼ仕事なんだけど、実習担当の先生がいて一緒に動く中で、その現場のことを学んでい

く仕組みになっている。

　　それで、そこを卒業すると、アメリカもイギリスもそうなんですけど、雇用先は大体、実習先に

なってくるんです。また実習期間は 200 日やるので、「あなた、やっぱりちょっと向いてないわよ」

みたいな話になって、フィルターが掛けられる期間でもある。

　　実習そのものに行くときに、相当、書類上の審査が、過去の犯罪歴とか当然あったら駄目だし、

特に児童のことに関わる職に対しては、日本とは比べ物にならないぐらい厳しいですので、そこで

またフィルター掛けられているっていう状況がある。だからそういった、日本って何のために実習

を行ってるのだか目的が分からないわけです。

保坂：このままいくと閉鎖的な養成課程じゃなくて開放的になると思うんです、そのほうがいいって

いう面もあるから。誰でも資格には挑戦することに対して開くから、悪いわけじゃないと思うんで

す。ただ、養成課程の中に実習を置いたとして、その実習に誰でも行けていいのかという議論はし

たほうがいいんじゃないかなと僕は思っていて。それがさっきの、業務独占の資格だったらなおさ
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らでしょうという話なんです。もう一つ、業務独占の話で、情報の扱いは、特に慎重にならないと

いけないですよね。

増沢：そういう資格を持った人だから、その情報を扱えるって。特に児相で扱う情報なんてものすご

くハイレベルなので。逆に言うと、資格を持つことで情報共有が可能になるっていうような形に展

開すると、支援にはものすごく有効な資格となる。情報共有のできなさが支援の妨げになる場合も

少なくない。情報がないから、通報があると０ベースで始めないといけなくなる。

保坂：でも、ここでもお金の話がない。要するに、単位取得だから自己負担です。教員免許を取るた

めの国立でさえ、授業料を払っている人たちに実習を提供している。だから、取りたいって言った

ら取らせる。でも一方で制限しなきゃいけないっていうのは、もっとややこしいことになるような

気がします。

高橋：資格取得前だと、余計そうですよね。取得後はまだしも。

保坂：資格取得前の単位として取るときに自己負担。そうした実習だという議論をしてこなかったと

思うんです。

増沢：なかったですね。

高橋：すごく素朴に思うのは、例えば、法律家の世界で資格取得前って、先ほどお話に出ていたよう

なインターンも、ロースクールによってはやっている所とやっていない所があるし、必修にしてい

るところと、必修にしていない所もあるっていう感じなんです。また、ものすごいざっくばらんに

言ってしまうと、インターンに全部の事件を見せられるかというと、やっぱり修習生なら見せられ

るけど、インターンには見せない事件って、あるんです。それは申し訳ないけれど、やっぱり修習

生は、ある程度スクリーニングされていて、インターンはスクリーニングされていないという感覚

がどうしてもあるんです。他の業界では、そういうことってあんまりないですか。資格の取得前と

取得後で、まさに児童福祉司なんて全部、100％見せて大丈夫なのかっていう。

増沢：だから児童相談所の実習って、結局、一時保護所に行って、子どもと関わることに終始して、

家庭訪問や援助方針会議などには参加させない所が出てきているのは、個人情報に触れさせること

のリスクを考えるわけですね。

高橋：やっぱ、そうなっちゃう。

増沢：そうなっちゃうんです。

高橋：でも、それじゃ意味がないんで。

増沢：意味がないんです。だから実習にも少しフィルターが掛けられて、ある種の資格を持った人間

が実習に行って、それもまた雇用につながっていく。今度は実習する側も 1 カ月だと、ただ消耗し

て終わることになります。

高橋：お客さんですよね、どう考えても。

増沢：ただ、1 年いれば、200 日だと 2 カ月頃から、それなりの戦力になるんです。そこそこ戦力に

なりながら、実践することが身にもなるし。モチベーションにもつながると思います。そしたら児

相側も、もっと実習に来てもいいよっていう話になっていく。今はもう、児童相談所も実習ノーサ

ンキューで、そうなると児相を希望する学生もいなくなる。悪循環ですね。
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高橋：児童福祉司からすれば、面接に立ち会って、記録を書いてくれるだけでもありがたいですもんね。

増沢：そうなんです。そしたら、1 カ月ぐらい教えれば、2 カ月後から 1 年後の話、役に立つんだか

らみたいな話。武蔵野学院の養成所の実習って、戦力にもなっている。子どもたちの支援に関わっ

ていて、それは実習として有効だと思うんです。

保坂：そこでお金の話も含めてすべきだと思っていて、戦力にしちゃいけないとは思わない。でも戦

力ってことは、仕事の一環として働かせているわけですよね。それに対して無給でいいのかという

のは議論すべきだと思うんです。あまりにここが曖昧だと思います。だから、いまだに民間企業の

普通の一般職のインターンシップでさえ、外資系は有給だけど、日本企業は無給が多い。そういう

議論がないので。でも、専門家を育てるならば、誰がその費用を負担するのか、つまり自己負担な

のか、国・公・社会なのか、そこを突き詰め議論しないといけない。

高橋：そうですね。

保坂：教育実習も教員に向いてないかどうかの選抜プロセスが含まれているという議論がない。教育

実習で指導すると分かっちゃうわけじゃないですか、「教員に向いてない」と。だからこの教育実

習の単位は卒業資格から外すべきだと思うんです。

増沢：そうですね。卒業は卒業で単位だけれども、後の雇用につなげるというところが一番大事なと

ころですもんね。

高橋：本当はそうですよね。別なんですから、大卒資格と教員免許は。何でくっついてるのだろう。

保坂：大学の教員養成系大学・学部が戦後の設立時にそうしちゃったんですよね。要するに、教員不

足だったからだと思うんですけど。その後、議論がないまま続けちゃって今に至っています。だか

ら今度、児童福祉司の養成校をつくったときにも同じ問題が起こると思うんです。児童福祉司の資

格を取れるコースをつくりましたと。で、その資格を取らないと卒業にならないとはしないほうが

いいじゃないですか。一番は実習させるかどうか。そういう関門を養成課程に作って、そこが実質

的な選抜プロセスになる。つまり養成段階で実習をさせてみて、向いているかどうかという選抜プ

ロセス。それから実際、職に就いちゃってからも、実は 1 ～ 2 年の研修時代の間に引導を渡すとい

うことがあり得る。引導の渡し方は難しいけれど、そこに実習と初期研修の意味がある。二段階の

選抜と、何のために実習があるのかという議論がないことが一番問題だと思います。

　　何を学ばせるかって、実は実務的なことだったら何でもいいんですよね。さっきの話からすると

それこそ記録を取ることだって意味がある。実際、勉強になるわけじゃないですか。それを見てい

て「向いてない」という判断をする。

増沢：むしろ、そういうところに表れるんですよね。

高橋：そもそも出発点として、どれだけやりたいと思う人が来てくれるかということが一方であるけ

ど、すごい悩ましいですね。

増沢：だからこの議論が、実は非常に遅いんです。あまりにも魅力のない職種のイメージが出来上がっ

たところでの資格の話だから。一方で、こんなに人気のない職場に、資格なんか作ったら、余計に

人がいなくなるんじゃないかっていうような話が始まっちゃう。いや、それを抜本的に変えるから

資格なんですよって、言って分かってもらえるまでには、相当話をしていかないといけない。
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保坂：教員の戦後のことを言ったじゃないですか。実はその時代の教員養成学部は定員割れしていた。

要するに戦前の教育を見た人が、教員を嫌だと思ったんじゃないかと思うんです。その時代にさっ

きの細切れ資格とか、卒業資格を作っちゃったから、今みたいになった気もします。

増沢：教員定員割れになっていたのが、やっぱり教員を志す人たちが増えていったのは、教員に対す

る魅力を感じ始めたわけですか。

保坂：「教育公務員特例法」で給料を上げたから。

増沢：給料ですか、それ。

保坂：今は逆にそれが足かせになっているけど。残業代全部出さずに給料全体を、ぽーんと上げたの

が 60 年代。もちろんそれだけじゃなくて、教師を目指す、心ある青年たちはいたんだと思うんで

すけど。

高橋：それはそうでしょう。

増沢：いや、教員って、自分も小学校、中学校時代に教員に会ってる。そこにいい教員がいたら、教

員になりたいっていうモチベーションになる。福祉のもう一つの問題は、小学校・中学校時代の過

去にこうした人たちに会っていないこともあるんです。

　　普通は会わないんです。だから知らない。知らないから職業選択の中に入ってこない。学習指導

要領に教員が連携すべき職種機関っていうのが書いてあるんですって。保育園とか。その中に児童

相談所とか児童福祉施設が挙げられていない。

　　約 600 ある児童養護施設の子どもたちは、学校に通います。その学校も 600 校あるはずです。絶

対連携しなきゃまずいじゃないですか。

　　そうすると、先生たちの頭にそれが入ると、総合学習の時間に、その機関について学びましょう

みたいな発想を持つ先生が出てきて、そうすると児童相談所の職員とか、施設職員がそこに行って、

中学校に行って授業するって場合が、ちょこちょこ出てきている。そういうのってすごく大事だよ

なって思います。

保坂：専門性の高さの一つは養成期間の長さだと思うんです。その養成期間が長いほうが、資格の

「格」としては当然上になる。その議論で抜けているのが、資格取得後の研修期間が保障されてい

て、公の費用が充てられているかどうか。医学と法曹界はそうなっているし、教員も公務員限定で

ある。児童福祉司もそうすべきだと思うんです。公務員だからじゃなく、資格取得後に一人前には

働けない、まだ十年選手と同じ仕事はできない。だけど 1 年間、ないしはある期間、一人では働か

ない見習い期間が必要だと。でも、その間も給料は払うという、その長さこそが、専門性の「格」

を表すものなのかなと思ったんですけど、どうですか。

高橋：それはぜひ、そうなってほしいですよね。

増沢：イギリスがそうですね。資格を取った後の 1 年間は、YNQ 期間って言って、見習い期間なん

ですけど、ちゃんとスーパーバイズを受けろと言われている期間で。それが終わったときにはリポー

トを提出することになる。それは、先生のおっしゃるような意味だと思います。そこをちゃんとや

らなければ社会的信用につながらないし、格にならないと設定しています。それはソーシャルワー

クの育成体系の中にしっかり入っています。資格を 1 年間、厳密に言うと 2 年間の中の 1 年間となっ
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ています。

保坂：それはこういうふうにまだ議論できる。一方で、駄目な人を辞めさせるという機能を持ってい

るかどうかもここに加えるべきだと思うんです。法曹界は弁護士の懲戒請求や検察官も弾劾手続き

など辞めさせる手続きが明示されているんですよね。教員が実は免許更新制ができて、ちゃんと更

新しないと駄目となった。今、難しいのは、教員の過去のわいせつ行為を履歴で残したほうがいい

という議論。

（記事３参照）
　　児童福祉なんて、もっと怖いじゃないですか。

増沢：ほんとにそうなんですよ。

保坂：子どもに関わる人が、わいせつ行為だけに限定じゃないとは思うけど、犯罪を犯した人が出た

場合、その人の資格を剥奪できるのかどうかと、次に職に就けていいのかいう問題。ここは難しく

ないですか。特に児童福祉の領域で。

増沢：いや、もうおっしゃるとおりなんですけども、全然なってないです。去年度に、千葉大学で先

生とこの話を聞いた後、厚労省の方と、資格作るなら絶対剥奪要件をきちんとすることで、より価

値のある資格となって社会的には信用をもらえるんだという話をしたら、ちょうどその話。「いや、

今、内閣府でそれを検討している」というお話でした。そんなことを言っていたらその記事が出て

きて、ほんとに内閣府のほうでそれを検討し始めてるんだなと思いました。

保坂：医師も何か犯罪を犯すと資格停止や剥奪がある。

（参考資料１参照）
　　これも明示された医師資格、歯科医師資格の停止と剥奪、明示されたルールがあると思うんです。

教育と児童福祉領域にはないじゃないですか。だから、さっきの養成段階で向いてない人を除外す

るのとセットだと思うんです。それが資格専門性の高さを保つために必須なものだっていうことを

意識してちゃんと作らないといけない。

高橋：里親さんに欠格事由を求めていますから、児福法に書いてあるんだから。

増沢：いや、本当にそうだ。おっしゃるとおりです。

高橋：あれがあるんだから、書けるはずですよね。

保坂：もちろん犯罪は、誰しもが合意すると思います。里親さんの欠格条項は、きちんと議論したん

だと思いますけど、児童福祉司の資格に際してはどうでしょうか。

高橋：いや、でも里親は実は、最初すごいざっくり入れちゃったのではないかと思っています。児童

虐待防止法の児童虐待をしたら欠格って書いちゃったから、そしたら、条文上は児童虐待防止法の

定義に当たる行為をしたら全て欠格事由に該当することになってしまった。それを、おととし改正

したんです。

増沢：そうなんだ。

保坂：だから、どういう言葉がいいのかは分かりませんが、ある種の除外でしょうか。

　　資格の欠格条項という言葉はあまり使わないような。

高橋：そうですね。どっちで行くか。資格そのものを除外するのか、まさにマスコミで、教員であっ
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たようにデータベース化してもらって、分かることを前提に採否を次の所が決めるか、それは分かっ

た上で採りますということまで外さなきゃいけないのかっていうのは、議論はちょっとあるかもし

れないですけど。絶対、外してほしいのは、やっぱり児童に対する犯罪行為とかは、絶対外してほ

しいですよね。一発アウトにするべきであって。

増沢：そうです。一発アウトにするべきだ。

高橋：分かった上で採るという選択はしてほしくないので。

保坂：やはり一度、専門性を超えたところで、この議論をすべきなんじゃないかなと思います。人に

関わる職業の専門性で、欠格条項なり除外規定があるかどうか。対人関係援助職であればあるほど、

人間性というところに行くので議論しにくい。児童に関して言えば、誰もが児童へのわいせつ行為

は一発で剥奪、その後にもうならないとしても、僕は 90％以上は賛成するんじゃないかと思うんだ

けど。

増沢：賛成すると思います。それがいいってなったら父兄も許さないですよ。

保坂：これが専門資格の除外の部分として議論される部分と、これまでの流れで言うと、実習は、そ

ういうものを見抜く力がある。実習することによって人間性が分かる。コアカリキュラムで知識は

もう必要なので、それはそれで測っていくしかないと思うんだけど、そうじゃない部分を実習で見

ましょうね、それで実習で向いてない人は辞めてもらいましょうね、研修でもう辞めてもらいましょ

うね。その後、不祥事（子どもへの犯罪）を起こしたら資格剥奪。これは 1 本でつながると思うんです。

増沢：その不適格者を線引きして、その人は実習さえ駄目です。入職者も分かった時点で辞めてもらう、

までは当然と思います。問題は、この仕事に向いてない職員をどうするか。これも結構、深刻な問

題としてあるようです。

　　施設の人材育成の研修で、ベテランの施設職員に育成についての講義などしたときに、参加者か

ら、「育てるのは分かるけど、これもう、どう考えてもこの仕事に向いていない人にどう気づいて

もらうか、どう肩をたたいたらいいか」、こういう話もしてほしい、考えてほしいっていう要望が

よくあります。

保坂：大学の授業で、「医学と法学、教育、児童福祉は対人関係職」としゃべっていたんですよ。今でも、

そう思っている部分はありますが。でも、医学でも法律でも、このことがそんなに表に出なかった

のは、僕は、医学は基礎医学があるからだと思っていたんです。医者にならない人がいるじゃない

ですか。だから対人関係援助職に向いてない人は、そっちに行くっていうルートが確立されている。

弁護士もよく考えると、さきほど言われたように、「人に会わなくてもできる」。でも教員と児童福

祉司はそうはいかない。

増沢：だから、行政権限を発動するというのに資格が必要、次は、対人援助っていうことを考えたと

きの人間力としても専門性が必要っていう、2 つですよね。

　　ところが、これまた児童相談所で今、起きていることっていうのは初期対応に追われていて、行

政権限まではいいけれども、他の、要するに支援を継続してやるっていう発想が、徐々に消えつつ

ある。虐待認定して終わりみたいなことになり、支援が継続しない。認定して支援しないなら人間

力はたいして要らなくなる。しかし逆に対立関係は増えることになる。
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　　ある疫学研究の先生にお会いしたときに、興味深いお話をお聞きしました。虐待予防には、リス

クアセスメントよりもエンゲージメントである、つまり支援の継続力なんだという話になりました。

その先生は、思春期の子どもたちの予後を、コホート研究でやっていて、そこで面白いことを言っ

たのは、コホート研究というのは、いいデータを取るためにはドロップアウトを少なくしたい。そ

のためには、対人援助力を上げて、調査対象とつながり続けるのが重要なのだと。そういう姿勢で

対象と接するから、調査に協力してくれるのだということを話されました。じゃあ、逆に翻って、今、

児童福祉司って、忙しすぎるから早く支援を終結したいと考えているのではないか。当事者からそ

う見られたら継続しない。起きていることは逆だなと思いました。

　　だから、資格っていう中で、エンゲージメントであるとか、そういったことを追求するような形

になっていくといいんだなって、そういう話で面白かったです。先生の授業では、被験者に対して

バースデーカードを贈るとか、話されてました。調査をやるたびに、子どもたちに毎年調査のお願

いだけをするのではなくて、バースデーカードを贈って、それから始めるみたいなことを、毎年ひ

たすら続けるっていうのが大事だって話でした。さらに、雑談して話を聴く、とにかく聴くことだっ

ていうんです。それって対人援助力ですよね。

　　児童福祉司がどれだけ話を聴いているか、という話に戻っていくんですけど。今、東京都も、マ

マパパ応援事業といって、フィンランドをモデルにしてグッズを届けるっていう事業を行っている。

しかしただ届けただけで終わりにしてはいけない。グッズを届けることが目的化してはだめで、そ

れは手段であって、話を聴くことが目的。

高橋：ケアリーバー（社会的養護経験者）の厚生労働省の研究に入っているので、その話、聞きたい

ですね。まさに、退所した子にどうつながるかっていう部分になりますから。

増沢：そうなんです。児童福祉司さんからの話ならば、「おお、そうですね」ってなるけど。統計の

研究者から言われたときには……。

高橋：目からうろこですよね。

増沢：目からうろこ。「われわれの命はそこです」って言うんです。「もう参りました」って感じです。

本当に。

６．免許更新制について
高橋：教員は免許の更新があるじゃないですか。僕も 10 年ぐらい前は、弁護士も更新制度にしない

と、法曹界も 60 歳とか 70 歳とか 80 歳とか、どこまででもできるので、もう会社法っていう法律は、

もう 20 年ぐらい前に変わっているんですけど、それすら知らないで、まだやっている人とかいる

んです。だから、免許制にして更新をするっていうことは、結構大事なのかなっていう一方で、ベー

スの、やっぱり知識の部分が大きく変わると、物事の考え方は変わるはずだと思っていたんですけ

ど。児童福祉司を資格化したときに、免許更新制については、皆さん、どう考えてるかなっていう

のは気にはなっていたんです。今、どんな議論になっていますか。

増沢：更新制を設けるべきだっていう話は出てます。

　　更新もそうだし、キャリアラダー。要するに、どういうふうにキャリアアップの道を作るのかも
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含めた更新制度も当然、その途中で、一つひとつチェックを入れながら階段を上るというのは、議

論としては出ています。

　　そうすると養成課程も必要だし、業務経験を問うことも重要。理想は、児童相談所で例えば 5 年

やったら、次、市町村で児童福祉を担当して、そして次に児童相談所でスーパーバイザーをやって、

そしたらその後、民間に行ってマネジメントをしていると、それでまた戻るとかっていうような形

になれば、相当いいソーシャルワーカーが育つだろうと思うんです。

高橋：それが最後に所長になってくれたら、すごくいいですよね。

保坂：必要なのは、免許更新制よりも研修の義務化。結局、実現しなかったですけど、研修ポイント

制というのも議論されていたんです。10 年間にこういう研修を受けたというポイントで更新する。

ところが、現行の制度は、たった 5 日間で各 6 時間の研修を受ければいいとなっている。試験はや

りますけど、ほんとに形だけになってしまった。試験でその人に対して、「君は教員として更新す

るに値しない」と簡単にはできない。教員免許更新制は失敗だったと思います。

　　これだけ時代が変わったら、新しい知識が必要という前提で、何年たったらこういう研修を義務

付けるべき。ただ、それをやっていってオンライン化も重なると公認会計士のような不正事件が起

こりうる。

（記事４参照）
　　ただし、これだけ流動的な社会で、一度取った資格が、それで何十年も通用するわけはない。や

はり研修の義務化と、キャリアラダーを組み合わせたような制度は必要です。

増沢：福祉の場合、教員と違うのは、教員は教員っていう組織の中に、ずっといるわけですよね。福

祉はつまり、児相の中に今はいても、次は行政の壁を越えて市町村へ行けるようにすべき。そのた

めの通行手形としても資格が要るんだっていうことです。

　　一応、研修って意味では任用前と任用後と、スーパーバイザーになる前には研修をして、その後

試験やレポートを課して、一定以上の成績でないと振り落とすことが必要というのが今行っている

議論です。

保坂：その振り落としで思うのは、日本社会は、「はじく＝除く」ことに対して、すごくためらいを持っ

ているような気がします。日本文化かなと思う。唯一機能しているのが、学力テスト。その点数で、

たった 1 点違うのに不合格って、よくみんな疑問に思わないなと思って。欧米の人には通じない感

覚なんじゃないかなと思うんですけど、それだけしかやっていない。それ以外で、ここで線を引い

て、「君はこっち」と振り落とすことができない。

増沢：排除をしないっていうスイッチがあって、日本もある意味、排除精神は脈々とあると思うんです。

その向き合う姿勢、勇気が足りないし、責任を取りたくないんだと思うんです。

保坂：なたを振らないという感じだよね。ばっさりと振らない。先ほどの初任者研修制度ですが、不

採用認定というのは実際もっと多かった。それを巡って訴訟とかが起きた結果、今は、「君は来年度、

採用できないと思う」と言われた人が自主的に退職する形が多くなっていて、すごく日本的だなと

思う。やはり猫の首に鈴を付けるのを嫌がっている感じは否めないです。
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７．その他：資格における国籍条項と旧姓使用の問題
高橋：考え方によりますが、非権力的公務だから国籍条項を入れないのかどうかなどの整理も必要で

す。日本国籍の人が減っていく中で、児童福祉司は、日本語さえちゃんとできれば、外国の方に積

極的に入っていただくという考えもあると思うんです。

保坂：旧姓使用の問題もあります。

（参考資料２参照）
高橋：ぜひ旧姓ありでいきたいですよね、もうこの時代。

日時：2021 年 2 月 18 日 14 － 16 時

場所：子どもの虹情報研修センター 3F　研修室

出席者：高橋　温（新横浜法律事務所）、保坂　亨（千葉大学）

　　　　増沢　高、村木良孝（子どもの虹情報研修センター）
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資料１：児童虐待防止対策の状況について

厚生労働省 HP

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000536278.pdf

Ⅳ．資料編

１．資料
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資料２：子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その

他資質の向上策に関するワーキンググループ　とりまとめ

　　　　厚生労働省 HP

　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16500.html
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資料３：教職課程コアカリキュラム（一部抜粋）

　　　　文部科学省 H P

　　　　https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/126/houkoku/1398442.htm
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２ 記事 

 

（１）記事１： 「司法試験の「抜け道」鮮明に：予備試験通過者の合格率 89%」 
法務省によれば 2020 年の司法試験では、法科⼤学院を修了せず例外的に受験

資格を得られる「予備試験」通過者の合格率が 89.4%と過去最⾼で、法科⼤学院
修了⽣の合格率 32.7%を⼤幅に上回った。経済的事情などで法科⼤学院に進学
できない⼈向けに設けられた「予備試験」の制度が、学費や時間の負担が軽くな
る「抜け道」になっている実態が鮮明になった。 
（朝⽇デジタル 2021 年 1 ⽉ 21 ⽇記事より内容略記） 
 
（２）記事２： 「医学・⻭学部⽣も医療⾏為 OK に：厚労省が法改正へ」 
 現在、医師・⻭科医師の養成課程では、専⾨教育(5-6 年⽣)において⾒学中⼼
のため実際に診療に参加して医療⾏為を学ぶ実習が⼗分に⾏われていないこと
が課題となっている。そのため厚⽣労働省は、医師や⻭科医師の養成に向けた新
たな仕組みを整える⽅針（具体的には免許をもたない医学部・⻭学部の学⽣が患
者に医療⾏為をできるようにする）を固めた。 
（朝⽇デジタル 2020 年 5 ⽉ 27 ⽇記事より内容略記） 
 
（３）記事３： 「教員免職歴、閲覧 40 年に：3 年から延⻑、わいせつ被害の
防⽌策」 
 ⽂部科学省によると、2018 年度に公⽴⼩中⾼校などで懲戒免職された教員は
231 ⼈、その理由がわいせつ⾏為などは 163 ⼈でいずれも過去最⾼だった。こ
のような児童⽣徒にわいせつ⾏為をした教員については、⽂部科学省が懲戒免
職とするよう各教育委員会を指導してきた。また、こうした教員については名前
や失効年⽉⽇などが官報に掲載される。ただし、懲戒免職で失った免許は 3 年
後に再取得できるため、別な地域で再び教員になってわいせつ⾏為をするケー
スが問題になっていた。2018 年から⽂部科学省は、処分歴が閲覧できる「官報
情報検索ツール」を作成して、都道府県教育委員会などに採⽤業務の参考資料と
して提供している。こうした問題を防ぐために、この度この閲覧期間を現⾏の 3
年から 40 年に延⻑することが発表された。 

２．記事



－ 151 －

（朝⽇デジタル 2020 年 9 ⽉ 27 ⽇記事より内容略記） 
 
（４）記事４： 「会計⼠ 45 ⼈、研修不正か：あずさ監査法⼈、懲戒検討 オ
ンライン、受講偽った疑い」 
  現在公認会計⼠は、「継続的専⾨研修」を直近 3 年で 120 単位以上、年 20
単位以上取得することが法律で義務付けられている。これについてあずさ監査
法⼈は、所属する公認会計⼠ 45 ⼈が、２つの講義を同時に受講するなどオンラ
イン研修を不正に受講していた可能性があると発表した。あずさ監査法⼈は、理
事⻑ら役員の報酬をカットする⽅針を決め、会計⼠については減給などの懲戒
処分を検討中。 
（朝⽇デジタル 2020 年 9 ⽉ 8 ⽇記事より内容略記） 
なお、後⽇続報として以下が報じられた。 

「あずさ監査法⼈、会員権停⽌処分：不正受講問題で１ヶ⽉、会計⼠協会」 
（朝⽇デジタル 2021 年 3 ⽉ 10 ⽇記事） 
 
（注記：討論会当⽇は上記の記事を回覧したが、ここでは内容略記に⽌める。） 
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参考資料１：医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について
　　　　　　医道審議会医道分科会
　　　　　　https://www.idoushin-support.jp/process/shingikai/
　　　　　　shingikai3.html

３．参考資料
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参考資料２：各種国家資格における旧姓使用の範囲拡大について
　　　　　　厚生労働省 H P
　　　　　　https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20190422/
　　　　　　190422honkaigi04.pdf
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